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【開催日】 平成２７年１２月４日 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前１０時～午後４時５４分 

【出席委員】 

委 員 長 下 瀬 俊 夫 副 委 員 長 矢 田 松 夫 

委 員 石 田 清 廉 委 員 岩 本 信 子 

委 員 小 野  泰 委 員 三 浦 英 統 

委 員 吉 永 美 子   

 

【欠席委員】 

 なし  

 

【委員外出席議員等】 

議   長 尾 山 信 義   

 

【執行部出席者】 

健 康 福 祉 部 長 河 合 久 雄 健康福祉部次長兼社会福祉課長  岩 本 良 治 

国 保 年 金 課 長 亀 田 政 徳 国保年金課主幹 安 重 賢 治 

国保年金課国保係長 大 濱 史 久 国保年金課年金高齢医療係長 三 隅 貴 恵 

国保年金課特定健診係長 岡 崎 さゆり 高 齢 福 祉 課 長 吉 岡 忠 司 

高齢福祉課主幹 塚 本 晃 子 高齢福祉課技監兼地域包括支援センター所長 尾 山 貴 子 

高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 坂 根 良太郎 高齢福祉課主査兼介護保険係長 河 上 雄 治 

高齢障害課介護保険係主任 松 本 啓 嗣 地域包括支援センター主任 荒 川 智 美 

市 民 生 活 部 長 小 野  信 市民生活部次長兼環境課長 佐久間 昌 彦 

市 民 課 長 山 根 和 美 市民課課長補佐 野 上 尊 代 

市民課主査兼住民係長 光 井 誠 司 環境課課長補佐 木 村 清次郎 

環境課生活衛生係長 岩 壁 裕 樹 障 害 福 祉 課 長 兼 本 裕 子 

障害福祉課主査兼障害支援係長  岡 村 敦 子 障害福祉課障害福祉係長 大 坪 政 通 

こども福祉課長 川 﨑 浩 美 こども福祉課主幹  河 口 修 司 

  企画課行革推進係 宮 本  渉 

 

【事務局出席者】 

事務局長 古 川 博 三 庶務調査係長 島 津 克 則 

 

【付議事項】 

１ 議案第９２号 平成２７年度山陽小野田市国民健康保険特別会計補正予
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算（第１回）について（国保） 

 

２ 議案第９４号 平成２７年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１回）について（国保） 

 

３ 議案第１０６号 山陽小野田市国民健康保険条例の一部を改正する条例

の制定について（国保） 

 

４ 議案第９３号 平成２７年度山陽小野田市介護保険特別会計補正予算

（第２回）について（高齢） 

 

５ 議案第１０５号 山陽小野田市介護保険条例の一部を改正する条例の制

定について（高齢） 

 

６ 議案第１０４号 山陽小野田市斎場条例の一部を改正する条例の制定に

ついて（環境） 

 

７ 議案第１０９号 山陽小野田市障害者支援施設等の指定管理者の指定に

ついて（障害） 

 

８ 議案第１１０号 山陽小野田市の児童館の指定管理者の指定について 

（こども） 

 

９ 所管事務調査 介護の総合事業について（高齢） 

 

 

午前１０時 開会 

 

 

下瀬俊夫委員長 おはようございます。ただいまから民生福祉常任委員会を開

会いたします。本日は傍聴１人、企画のほうからパソコンの持ち込みを

了解してほしいということであります。了解いたしたいと思いますので

よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは最初に議案第９２号

平成２７年度山陽小野田市国民健康保険特別会計補正予算第１回につい

て審査に入りたいと思います。それでは執行から説明を求めたいと思い

ます。 
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亀田国保年金課長 おはようございます。それでは、議案第９２号平成２７年

度山陽小野田市国民健康保険特別会計補正予算第１回について御説明い

たします。今回の補正は、歳入歳出とも３億１，６５１万９，０００円

を増額し、総額８７億１，５３８万４，０００円とするものでございま

す。歳出のほうから御説明いたします。１１ページ、１２ページをお開

きください。１款１項１目一般管理費は人事異動等に伴う職員１２名、

臨時職員１名の職員給与費等の増額です。２款１項１目一般被保険者療

養給付費及び２目退職被保険者等療養給付費につきましては、歳出予算

の補正はなく、歳入予算の補正に伴う財源内訳の修正でございます。１

３、１４ページをお開きください。３款１項１目後期高齢者支援金は１

２６万１，０００円の増額、４款１項１目前期高齢者納付金は１１万８，

０００円の増額で額の確定によるものです。続いて１５、１６ページを

お開きください。６款１項１目介護納付金は６４万１，０００円の減額

で、額の確定によるものです。８款２項２目はり、きゅう施術費は市の

認定するはり、きゅう施術所において行われる施術において一定の補助

を行うものですが、昨年に引き続き利用者が増加しており、４７万円の

増額となっております。９款１項１目基金積立金は２億４，４０８万７，

０００円増額しております。この内訳としては、計画的な積立てが１億

円、保険料の留保分が５，２８５万６，０００円、医療費急増調整分が

９，１２３万１，０００円となっており、今回の積立てにより基金残高

は７億８，０１０万４６０円となります。次に１０款１項３目過年度支

出金が６，９５１万６，０００円の増額となっております。内訳は、平

成２４年度療養給付費負担金償還金が１０万４，０００円、平成２５年

度財政調整交付金償還金が１４１万２，０００円、平成２６年度療養給

付費等負担金償還金が６，７７９万円、平成２６年度特定健診負担金償

還金が２１万円となっております。次に歳入について御説明いたします。

７、８ページをお開きください。保険料については、９月末の保険料の

調定額にそれぞれ見込みの収納率を乗じて、当初予算から差し引いて差

額を補正予算としております。１款１項１目一般被保険者国民健康保険

料１節医療給付費現年度分は１，３７８万６，０００円の減額、２節後

期高齢者支援金分現年度分は４５１万９，０００円の減額、３節介護納

付金現年度分は６３万７，０００円の増額となっております。２目退職

被保険者等国民健康保険料１節医療給付費現年度分は１，７６４万８，

０００円の減額、２節後期高齢者支援金分現年度分は５６９万９，００

０円の減額、３節介護納付金現年度分は６１２万９，０００円の減額と

なっております。今年度は、保険料率を据置きといたしましたが、全体

的に所得が下がっており、財源の不足分につきましては、保険料留保分
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を充てることとしております。次に、５款１項１目療養給付費交付金の

現年度分は８４８万８，０００円の増額、過年度分の３４０万１，００

０円の増額は額の確定によるものです。９、１０ページをお開きくださ

い。６款１項１目前期高齢者交付金の２７万８，０００円の減額も額の

確定によるものです。１０款１項１目一般会計繰入金１節保険基盤安定

繰入金保険料軽減分は３５９万５，０００円の減額、２節保険基盤安定

繰入金保険者支援分は２，２９２万３，０００円の増額、６節その他一

般会計繰入金は国民健康保険負担軽減対策繰入金として２５１万１，０

００円の増額となっております。いずれも、額の確定によるものです。

最後に１１款１項１目繰越金３億２，８５０万５，０００円は、平成２

６年度決算認定を受けて増額するものです。以上でございます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

下瀬俊夫委員長 それでは歳出１１ページ一般管理費から御質疑を受けたいと

思います。 

 

岩本信子委員 医療給付費が財源を取り替えられているんですが、一般会計の

ところからその他というところで振り替えられているんですが、この財

源のその他は一体どこの部分になるんですか、財源。 

 

下瀬俊夫委員長 歳入のほうかね。 

 

岩本信子委員 歳出のところでこの保険給付、財源振り替えられているわけで

すよね、特定財源のほうに。一般会計から出すのをやめてその他という

ところから出ているんですけど、その他の財源は何かということを聞い

ているんです。 

 

亀田国保年金課長 繰越金によるものです。 

 

吉永美子委員 当初予算の説明の中では職員が１１名、臨時の方が１名という

ことで委員の中から１１人でうまくいっていると考え方でよろしいです

かという質問が入っておりましたが、一人増えているということは業務

量が増えて大変こなすのが大変ということで１名増えたという認識でよ

ろしいでしょうか。 

 

亀田国保年金課長 昨年度の当初段階では課長と主幹という形でおったんです

が、年度の途中で異動になりまして、その中で当初予算を最終的に職員
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１１名という形で組んでいたわけなんですが、今年度また昨年度当初ど

おりに課長及び主幹という形で２名体制となりまして、現実問題国保関

係は私が思うところにつきましては、非常に大変難しい部分多いと思い

ます。昨年はそれで現実やっていかなければならなかったという部分が

あるんじゃないかと思うんですけれども。（「増えた理由」と呼ぶ者あり）

欠員の補充ということになります。（「欠員」と呼ぶ者あり） 

 

吉永美子委員 ちょっと余りよく理解ができなかったんですけど、当初最初に

臨時職員が１名ということで説明があったけどやはり２名でしたという

ことであったので済みません読み違えて臨時は２名でおられたようです

が、これは臨時を２名から逆に１名に減らされた理由は何でしょうか。 

 

亀田国保年金課長 済みません、ちょっと私の認識がちょっと違っている。確

認しますので少々お待ちください。申し訳ございません。先ほど臨時職

員１名と申し上げましたが、臨時職員２名でございます。訂正させてい

ただきます。済みませんでした。 

 

下瀬俊夫委員長 今だから臨時は何をしているわけ、職務として。 

 

亀田国保年金課長 国保係のほうとしましてはり、きゅう関係の負担金等に関

する給付とその他庶務業務、それともう一つは特定健診業務、もう一人

の職員につきましては特定健診業務、これは主に健康増進課のほうに席

を置いておりまして、そちらのほうで国保の特定健診関係業務を行って

いる状況にございます。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにいいですか。それでは１３、１４ページ保険給付費か

ら。（「ありません」と呼ぶ者あり）いいですか。それでは１５、１６ペ

ージ介護納付金。 

 

岩本信子委員 はりときゅうの施術費というのが出ておりますが、以前でも新

聞なんかでもちょっと出ておりましたが、金額は少ないもんですからそ

んなに心配はしなくてもいいのかなとも思うんですけど、この辺のはり、

きゅうの施術される方の認定といいましょうか、その辺はどうなってい

ますか。 

 

下瀬俊夫委員長 もうちょっと分かりやすく。 
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岩本信子委員 済みません。はり、きゅうをされる方が全部が全て保険対象に

なるんじゃないと思うんです。そちらの国保のほうで認定されたはり・

きゅう施術院が国保のされると思うんですけど、その辺の認定する資格

なんかはどのようにされているのかということですね。 

 

亀田国保年金課長 認定における基準は特にございません。 

 

下瀬俊夫委員長 申請があったら認定するんやろ、基本的に。（「はい」と呼ぶ

者あり） 

 

岩本信子委員 申請があったら認定するということ今聞きましたが、これが結

局社会問題になったんじゃないかと思うんです。新聞なんか出ておりま

したよね。その申請されて調べてきちんと現場行って調べられるという

ことはされるんですか、どうですか。 

 

亀田国保年金課長 今年度につきまして今現在においては行っておりませんが、

今年度中に行う予定としております。 

 

三浦英統委員 基金の問題なんですが、先ほど７億８，０００万余り基金をた

めておると、たまるとこういうお話がございましたが、これから新年度

に向けて予算編成もなさることと思うんですが、７億８，０００万につ

いて今後保険料の値下げとかこういうような問題に取り組む考えがある

かないかお尋ねしてみたい。 

 

亀田国保年金課長 今まで基金残高大体給付費の１０％というふうな形でお話

させていただいていたと思うんですが、現在２００９年に新型インフル

エンザ、２０１４年にエボラ熱、デング熱それからまた１４年から１５

年にかけまして日本では発生しておるわけではございませんが、中東及

び韓国におきまして中東呼吸器症候群、俗にＭＥＲＳというふうな感染

症が発生しております。特に今年の春先ぐらいまで韓国のほうでこのＭ

ＥＲＳ大流行しておりまして、幸い早期治療等により国内また特に山口

では大流行という形はなかったものの、現在そういうふうな状況でイン

フルエンザのことだけを考えて、基金残高、給付費の１０％で大丈夫で

あるかということについて今考えをさせられている状況に今ございます。

これにつきましては、現時点におきまして実際何％ぐらいが大丈夫なの

かというふうな結論に至っておりませんが、今年度中にその辺のところ
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もう一度そういうインフルエンザだけではなく、新しい病気ということ

に感染症に対応できるような基金というものが実際に本当に必要なのか、

どのぐらい必要なのか、今年度中に試算を出しまして改めてその辺で基

金残高考えていきたいと思っております。その上におきましてなおかつ

当然ながらインフルエンザで使わなかったというふうなことに関しまし

てはまた翌年度の保険料率を決定する段階で料率を下げる、そういった

ことにも当然考えていきたいと考えております。 

 

吉永美子委員 先ほどのはり、きゅう施術費の補助金の関係なんですけど、当

初予算でも２６年度の実績を勘案して１０万円増額しましたという報告

があったんですが、それを大きく超えて４７万円ということでそうする

と当初の考えよりもかなり利用者が多かったということになるわけです

が、この辺については分析等されておられますか。その効果とかがある

のかとかいろんなことがどうなのか分からないですが、利用者増の分析

はされておられますか。 

 

亀田国保年金課長 効果のほうにつきましてはこれから先ほど言いました実際

の調査の中でこの辺のところを考えていきたいと思っておりますが、現

時点におきまして人数的なものでございますが、平成２５年度の１０月

分までの状況で約１００件、それが２６年度は１５４件、平成２７年度

におきましては１８８件というふうな形で件数が増加しております。こ

の中で特に問題なのが初検料というよりも二術に対する料金、一番高い

ところなんですが、ここの伸び率がどちらかというと高くなっておりま

すので、最終的に先ほど申し上げましたとおり昨年度に引き続きの今回

補正での増というふうな形となっております。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。なければこの基金の７億８，０００万は給付費に対

する何％ということですか。 

 

亀田国保年金課長 現時点。 

 

下瀬俊夫委員長 現時点。この７億８，０００万というね。現時点の給付費に

対する何％ぐらいですか。 

 

亀田国保年金課長 １４．５％になります。 

 

下瀬俊夫委員長 この１４．５％になろうが、何％になろうがとりあえず今１
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０％が目標なんですか、それともパーセントは基本的に関係ないという

ふうに考えておられるんですか。 

 

亀田国保年金課長 それにつきまして改めて一から今年度中に改め算出して出

していきたいと考えております。今現時点でどういうふうな形でパーセ

ンテージ的なものでやるべきなのか、金額的に積み上げるべきなのかそ

の辺についての今現時点では持っていませんけれども今年度中にその辺

を明らかにしたいと考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 県制度になっていくわけでしょ。県制度になっていくときに、

県に納付金を納めないといけないわけですよね。県が収納率を大体９

１％程度ですか、この山陽小野田の規模でいえば、いう程度の認定で納

付金を請求してきた場合に問題はうちの市の収納率との関わりでこれが

足らない場合に、この基金からの取崩しという問題も出てくるんじゃな

いんですか。そこら辺が見通しの問題として基金の問題の中に入ってこ

んといけんのじゃないかと思うんですがね、いかがでしょうか。 

 

亀田国保年金課長 今の件につきましては、まずそういうふうことがないよう

に収納率を上げるということ、まずこれが大前提だと思うんですが、も

し仮に足りなかった場合は基金を取り崩すということも検討しなければ

ならないかとは考えております。ただ現時点におきましてなんですが、

現在県のほうの指定する標準料率、この中には保健事業に関するものが

含まれていないというふうなことで伺っておりますので、結果的にうち

のほうで料率を決める時点におきましては、当市で行う保健事業等も勘

案した中で料率を決定しなければならないと考えています。その中に今

言う収納関係も含まれて、ちゃんと当市での収納率その状況等を踏まえ

た上で料率決定しなければならないと考えているところでございます。 

 

岩本信子委員 先ほど基金残高のところで１４．５％と、大体１０％と聞いて

いるんですけど、新しい感染症なんかもあるから今から検討される、調

査されると今言われたと思うんですが、それもあってもいいんですけど、

うちの保険料がよそから比べたら中より上の辺にありますよね。一番上

じゃないとは思うんですけど、その辺の考慮といいましょうか、考え方

というのはあるのかないのか、それを下げようという国保の中であるの

かどうかをお聞きします。 

 

亀田国保年金課長 当然ながら保険料は高いより安いに越したことはないので
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できるだけ安くしたいというふうには考えております。ただ国保の保険

財政として安定的に運営していかなければならないというふうなことを

考えると当市の所得状況では中の上というような今の現在の保険料でや

っていかないと現在の国保の財政が運営できていけないというふうな状

況でございますので、御理解いただければと思っております。 

 

下瀬俊夫委員長 今年度国のほうから保険料引下げもできるような調整交付金

ですか、ありますよね。この金額と今の基金との関係で据置きにしたと

いうね、ちょっとそこら辺の金額的なものが分かれば教えてほしいんで

すが。 

 

大濵国保年金課国保係長 先ほど言われたのが基盤安定の支援分の拡大に伴う

ものだと思いますが、この度の一般会計繰入金のほうでも計上しており

ますけれども、保険者支援分として一般会計繰入金２，２９２万３，０

００円を増額しております。実際に当初予算からもここについては増額

で計上しておりましたが、更にこちらについては増額ということで今回

補正を要求させていただいているところでございます。こちらについて

は今回プラスということで。（「歳入のほうでやりますか、その点」と呼

ぶ者あり）歳入のときに。 

 

下瀬俊夫委員長 歳出のほうはいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）あと最後、

１７、１８償還金いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）歳出全般いいで

すか。（「はい」と呼ぶ者あり）よければ歳入７ページ、８ページ保険料、

療養給付費。 

 

岩本信子委員 ８ページです。現年度の療養費の保険料の歳入が下がっている

わけなんですが、この理由として先ほど所得が下がっているようなこと

を言われたんですが、ちょっとその辺のもう一度理由をはっきりと教え

てください。それから滞納者が増えているということでもないのかなと

思いながらいろいろ考えたんですけど、この理由をお願いいたします。 

 

亀田国保年金課長 現在での状況でなんですが、大体２００万円以下の世帯と

してが‥ 

 

下瀬俊夫委員長 ちょっと資料があれば出したら。出せんか。被保険者数変わ

ったんやろ。 
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大濵国保年金課国保係長 この度の料率を設定するに当たって、当初予算の段

階から所得は変わらず料率も変わらずということで被保険者数の推計だ

けを基に今回当初予算を計上しております。実際の料率算定時において

所得を見たときに所得は当初予想したよりも下がっておりました。ただ

し書所得、本算定時において２７年度については９１億６，０００万と

いう所得で今回保険料、当初予算決めておりますが、前年度が約１００

億の所得がありましたので大幅にただし書所得としては減少しておりま

す。ただしこちらについては途中で資格を喪失された方とかも入ってお

りますので、これが全てこれに料率を掛けたものが入ってくるわけでは

ございませんが、単純にただし書所得を比較した段階で大幅に減少して

おりました。そうした中であっても料率を基金等活用する中で据え置い

た関係でやはり当初予算よりは入ってくる保険料が下がるという状況に

なっております。したがって今回これは現年度保険料になりますけれど

も４，７００万余りの減額ということになっております。こちらにつき

ましては本来であれば追加で基金を取り崩すような形にもなろうかと思

うんですけども、今回繰越予算を計上しておりますが、それから基金を

積立てるという予算を計上しております。今回留保分ということで５，

２８５万６，０００円、こちらを積み増すようにしておりますけれども、

こちらと今回４，７００万の保険料の減額、こちらを大体留保分という

ことで、こちらの内部では言っていますけども、当初医療費が伸びると

いうことで料率の算定をしておりますけども、実際にそこまで伸びなか

った場合にそれで保険料がちょっと余ると言いますか、そういったもの

を留保分として積立てるようにして翌年度の料率算定時に活用する。当

初予算計上時に活用するということにしておりますけれども、こちらの

５，２８５万６，０００円と今回の保険料減額分併せて約１億ぐらい前

年度の保険料留保分として今考えていて、こちらを１億積むのではなく

て、今回の現年度分の減額分に充てたことによって今回の留保分の基金

の積み増しは５，２８５万６，０００円ということになっています。 

 

岩本信子委員 分かったような分からなかったような。結局当初予算よりも所

得が下がって、入ってくるお金が当初予算よりも少なくなったというこ

とですよね。それでさっき言われたように留保分が５，２８６万留保分

がある。それを今ここのある歳入で足らない４，７１４万４，０００円

これで相殺していくというかこれで補っていくという考え方でよろしい

んですか。 

 

大濵国保年金課国保係長 この５，２８５万６，０００円というのが４，７０
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０万余り減額した後、これを控除した後の留保分になりますので、単純

に純増ということになります。本来であれば積み増したところなんです

けど今回の４，７００万の減額にちょっと活用させていただいていると

いうことです。 

 

岩本信子委員 じゃあもう一つ。所得が下がってきたということもあるんです

けど、この国保に入られる方が少なくなったということはあるんですか

どうですか。 

 

大濵国保年金課国保係長 国保の加入者については実際に人口の減少もありま

すけれども、基本的には社会保険等の加入者でなくなった場合には皆さ

ん国保に加入していただく必要があります。したがいまして、国保の加

入者が減っているということはそれに該当する方が実際減っているとい

うことであります。 

 

下瀬俊夫委員長 数は分からんかね、具体的に。 

 

大濵国保年金課国保係長 １１月末現在で速報値ですけれども、若干変わるか

もしれませんが、今１万４，４５１名となっております。 

 

岩本信子委員 当初は何名でしたか、２７年度当初で。 

 

大濵国保年金課国保係長 当初が１万４，６３７名となっております。 

 

三浦英統委員 今所得の減少と言われたんですが、大体今の国保自体が自営業

の皆さんかあるいは年金の皆さんがほとんであろうと思うんですけどね、

ここで所得の減少とはどういう理由が出てくるわけですか。その中身に

ついて御説明お願いしたい。 

 

大濵国保年金課国保係長 先ほどただし書所得の本算定時について答弁させて

いただきました。その中で大幅に減少しているのが給与所得になってお

ります。こちらが５億余り減っております。こちらの内部的な分析では

ありますけれども、今、団塊の世代がどんどん年金所得のみになってき

ていると思います。そういった中で給与所得者が減ってきて、皆さんが

年金のほうに移行しているのかなと思っています。したがいまして公的

年金の所得のほうが逆に２億弱増えております。内部ではそういった分

析をしているところでございます。 
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下瀬俊夫委員長 ほかにいいですか。よければ次９ページ、１０ページ。 

 

岩本信子委員 先ほどにも質問がありましたが、この保険安定給付の繰入金２，

２９２万３，０００円、これが結局一般会計から繰入れになってはいる

んですけれど、国からの交付税措置分という考え方でよろしいんですか。 

 

大濵国保年金課国保係長 それにつきましては２分の１が国庫負担金そして４

分の１が県支出金として一般会計のほうに歳入されます。 

 

三浦英統委員 今の一般会計から繰入金の中の軽減対策、これは新年度のとき

に国が減額したとこういう話があって、県と市が半分ずつ出していると

いうお話なんですけど、ここら辺りの要求は今新しく国に対して今まで

の減額分を更に元に戻すようなそういう施策はとっていらっしゃるんで

すかね、これに対して。 

 

大濵国保年金課国保係長 今全国的に三浦委員が言われた地方単独において子

ども医療等医療費の負担の減額をした場合に国民健康保険の国庫負担金

について医療費を無料にすることによって、医療費がかさ増しになると

いうことで割り増しになるということでその波及増分については国庫負

担をみないということになっておりますので、そういった減額措置がさ

れております。そちらにつきましては、委員さん言われたように一般会

計から繰入れておりますが、その２分の１を県のほうからいただいてい

る状況であります。全国的にはここについては廃止をしてくれというこ

とで市町村、地方団体等からも強く要望をしているところでございます。 

 

岩本信子委員 一番下のその他の一般会計のここに先ほど言われた軽減対策の

繰入金、これが国からの交付金でもあるわけですかね。その辺をお聞き

します。 

 

大濵国保年金課国保係長 その他一般会計繰入金の２５１万１，０００円、こ

ちらのほうが先ほど説明いたしました福祉医療分による補助金カット分

の補塡による繰入れでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 そうするとこの福祉医療分のペナルティー分ですよね、ペナ

ルティー分というのは年間でどれぐらいなんですか。 
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大濵国保年金課国保係長 本市の規模で毎年約３，０００万程度の減額。それ

については翌年度こちらの繰入金で繰入れていただいている状況です。 

 

下瀬俊夫委員長 これは県が半分なんですね。 

 

大濵国保年金課国保係長 そのとおりであります。 

 

下瀬俊夫委員長 それと先ほどの保険料等の引下げ等に使えるというこれが年

間幾らあったんですか、国のほうから。 

 

大濵国保年金課国保係長 こちらの基盤安定の保険者支援分として今回２，２

９２万３，０００円を増額いたしましたので、１億３，７６６万１，０

００円の計上となっております。（「もう１回言って」と呼ぶ者あり）１

億３，７６６万１，０００円となっております。 

 

下瀬俊夫委員長 これが国の分ですね。 

 

大濵国保年金課国保係長 こちらが繰入総額になりますので、こちらの２分の

１が国庫負担金となります。 

 

下瀬俊夫委員長 １億３，７６６万というお金が入ってきて基金もあって、こ

れを使って基本的に保険料の据置きということでとどまったわけいね。

もっと引下げができたんじゃないんですか。そんなことなかったの。計

算上どうなんですか。先ほど言われたように被保険者も減ったし、所得

も減ったという中でいわゆる現状維持ということにしたという最大の理

由というのは何ですか。 

 

亀田国保年金課長 当初では言われるとおり保険料率下げる予定でございまし

た。ですが、当初段階での所得が昨年に比べて大きく下がっていたこと

が今言う据置きとした理由でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 この１億３，７６６万入ってくるというのは分かっていたの、

最初から。 

 

大濵国保年金課国保係長 当初においてこちらの拡大分も踏まえて当初予算計

上しておりますので、こちらの歳入も踏まえて料率を設定しているとこ

ろでございます。今年の予測した医療費に対してどれだけ保険料が必要
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かというものをまず算定して、料率設定時にはシステムを用いてシミュ

レーションを何度も何度も繰り返すわけですけれども、そこで財源の不

足分を補うためにはこの料率、ここまで料率を上げなければならないと

いう形になるわけです。今回１億余りの当初予算、基金の繰入金を計上

しておりましたけれども、それでもなお不足するということで追加の基

金取崩しが必要な状況ではありました。それでどうにか料率を据え置く

ということで今回は決定したところであります。 

 

下瀬俊夫委員長 ただ基金が増えているよね、去年に比べて。そこら辺が気に

なるよね。 

 

岩本信子委員 確認を取りたいんですが、繰越金が３億２，８００万あります

ね。それが前年度で、基金積立てで２億４，０００万いきました。３億

２，０００万のうち。そしてあと先ほど言われた医療費の財源打替えと

いうことで医療費の財源のほうに繰越金が入ったと、療養費のほうにね。

それとあと結局不足分というのは保険料の結局補正の４，７００万そう

いう部分が繰越し、全部が基金にいかなかったっていう理由でよろしい

んですか、どうですか。 

 

大濵国保年金課国保係長 おおむねそのとおりでございますが、あと補助金の

精算等がございますので、前年度もらいすぎたものを今回も償還金とし

て計上しておりますが、そちらの財源としても繰越金を考えております。 

 

三浦英統委員 今回この調定額の中で収納率の問題なんですけど、この収納率

は幾らぐらいで計上しておるんですか。 

 

亀田国保年金課長 現年分だけで９１％で想定しております。 

 

下瀬俊夫委員長 今言ったように県の制度になったときに山陽小野田市の収納

率、大体９１％じゃないんですか、県が見ているのは、標準が。（発言す

る者あり）９３じゃない、９３だったら赤字になるわけだから。９１％

程度じゃないんですか。そうすると現年分との収納率と大体イコールに

なるよね。大丈夫ですか。これしかし９１％じゃとても今後やっていけ

んわけですよ。県に全部吸い上げられるわけだから。ちょっとそこら辺

の改善の見通しというのは具体的に何かありますか。 

 

亀田国保年金課長 現在に比べましてとにかくなかなか日中実際に市役所のほ
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うにお越しになることができない方というのが結構多いというふうに思

っておりますので、この辺夜間窓口とか休日窓口、今現在でも少しはや

っているわけなんですけれども、この辺の関係のことをまず一つは周知

をすること、またそれから今後の問題としてなんですが、今度電話を掛

けてみたりとかそういったふうなことを、とにかく収納対策をもっと強

化する必要性はあると考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 ちょっと確認だけ済みません、１点ほどあるんですが、先ほ

どの一般会計繰入金の福祉医療のペナルティー分ですよね、これは市町

村によって福祉医療の対応が皆違ってきていますよね。例えば宇部のよ

うに中学校卒業するまでとか、この年齢制限というのは県は基本的に関

係なしにペナルティー受けたら基本的に半分はくれるという制度になっ

ているんですか。 

 

大濵国保年金課国保係長 こちらの県の補助金につきましては、県が今実際に

単県事業とやっているカク福事業のみ補塡になりますので、単独で市で

実施する例えば本市の子ども医療のようなものについてはたとえ一般会

計から繰入れたとしても今のところそれを補塡するようにはなっており

ません。 

 

下瀬俊夫委員長 じゃあこれにペナルティー分というのは市の場合のこの３，

０００万というペナルティー分というのは県の基準を超えた部分も含め

て３，０００万なんですか。 

 

大濵国保年金課国保係長 そちらにつきましては、県の制度を超えた部分につ

いては入っておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 入ってないわけね。それは分かるかね、どの程度あるのか。 

 

大濵国保年金課国保係長 あくまでも前年度の部分の補塡になります。昨年２

６年度の８月１日から子ども医療ということで独自事業やっております

けれども、そちらの影響額が大体概算で１万６，０００円ぐらいです。

１万６，０００円ぐらいの減額になります。 

 

下瀬俊夫委員長 ペナルティーが。 

 

大濵国保年金課国保係長 そのとおりでございます。 
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下瀬俊夫委員長 １万６，０００ちゃあどういう意味かね。意味がよく分から

ん。 

 

大濵国保年金課国保係長 実際に補塡した部分ではなくて、その子ども医療、

実際に本市で言いますと小学校の１年生から３年生分の１割ほど補塡し

ております。それの波及増分に対するペナルティーですので、今のとこ

ろはこのぐらいの影響額ということです。 

 

下瀬俊夫委員長 分かりました。全体でありますか。なければ質疑を打ち切り

たいと思います。それでは議案９２号平成２７年度山陽小野田市国民健

康保険特別会計補正予算第１回について討論を行いたいと思います。討

論のある方。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは議

案第９２号について賛成の議員の挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。引き続いてやりますか。それでは引き

続いて議案第９４号平成２７年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計

補正予算第１回について審議に入りたいと思います。それでは執行の説

明を求めたいと思います。 

 

亀田国保年金課長 それでは、議案第９４号平成２７年度山陽小野田市後期高

齢者医療特別会計補正予算第１回について御説明します。今回の補正は、

歳入歳出とも６４万３，０００円を増額し、総額９億９，８２６万５，

０００円とするものでございます。歳出のほうから御説明いたします。

７、８ページをお開きください。２款１項１目後期高齢者医療広域連合

納付金を５７万９，０００円増額しております。歳出につきましては以

上でございます。続いて歳入について御説明いたします。５、６ページ

をお開きください。４款１項１目繰越金５７万９，０００円は平成２６

年度決算認定を受けて増額するものでございます。以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 歳入歳出全般でいきます。全般で御意見のある方。 

 

矢田松夫副委員長 ５７万９，０００円増えたというのは結局この対象人員が

増えたということにつながるんですかいね。減ったということですか。 
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亀田国保年金課長 単純に収入と支出の差額によるもので、繰越金というふう

に出た金額でございますので特に人数というふうなこととかそういった

ものに関係するものではございません。 

 

岩本信子委員 単純に差引きは去年度の分を広域連合に結局返すといったらお

かしいけど、持って行くことらしいんですけど、これ例えば一般会計か

ら幾らか負担をしているんじゃないかと思うんですが、その一般会計に

繰入れるということはないんですか。これは全部広域連合会に持って行

かなくてはいけないんですか。その辺をお聞きします。 

 

亀田国保年金課長 入ってきた収入のほうがこれ保険料によるものなので、こ

れにつきましては広域連合のほうへ納付するような形になります。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。ないですか。（「ありません」と呼ぶ者あり）な

いようであります。議案第９４号の質疑を打ち切ります。議案第９４号

平成２７年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正予算第１回につ

いて討論のある方。（「なし」と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。賛成

の議員の挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。引き続いて議案第１０６号山陽小野田

市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての質疑に入り

たいと思います。それでは執行の説明を求めたいと思います。 

 

亀田国保年金課長 それでは、議案第１０６号山陽小野田市国民健康保険条例

の一部改正について御説明いたします。今回の改正は、国民健康保険法

の一部改正に伴う改正と、いわゆるマイナンバー法の施行に伴う所要の

改正を行うものであります。まず、国民健康保険法の一部改正につきま

しては、国民健康保険法において所得の少ない被保険者の数に応じ、国・

県が市町村を財政支援する制度を恒久化したことに伴い、条文が追加さ

れました。これにより本市の国民健康保険条例の参照先の条文とずれが

生じていたため、これを是正するものです。次に、マイナンバー法施行

への対応につきましては、国民健康保険法第７７条の規定に基づき条例

で定めて実施している「保険料の徴収猶予及び減免に関する各申請書」

の記載項目として個人番号を追加するものです。なお、他の届出書、申
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請書につきましては、国民健康保険法施行規則の改正により、記載項目

として個人番号を追加する旨の対応がなされていることから、改めて条

例で制定する必要はございません。以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 質疑を受けたいと思います。 

 

岩本信子委員 今聞きますと個人番号を今から記載していくという申請書なん

かに全部していくということだとは思うんですが、これの確認ですよね。

番号の確認といいますか本人とその番号との確認というのがカードを持

って来られた方なら分かるじゃないですか、カードを申請されて新しく。

でもカードを持って来られなくてただ番号だけが分かるという方もいら

っしゃると思うんですけれど、そういう場合の確認とかいうのはどうさ

れるんですか。どういう確認の取られ方されるんですか。 

 

安重国保年金課主幹 カードをお持ちにならない場合は御本人さんに確認をす

ることについて了解を求めまして、住基のシステムのほうで番号を確認

するという作業をいたします。 

 

三浦英統委員 国保の申請に来たときに個人番号を書かなければいけないんで

すか。書かなくてもいいというようなあれは、今の回答を聞きますとど

うしても書かなければいけない、本人に聞いて記入しますよということ

なんですけどね、本人了解得たらと、本来これは書かなくてもいいんじ

ゃないんですか。この辺のあれはどうなんです、どうしても要るんです

か。 

 

大濵国保年金課国保係長 こちらについては庁内で統一的な見解にするために

窓口担当課で集まって話し合い等しているところです。当然そういった

ことが、番号を書かれないという方も想定されますけれども、これは国

の質疑応答集とかに出ているんですけれども、書かないことによってた

ちまち申請を受理できないということにはならないので、場合によって

は職員が住基を確認して記載することも想定されているというふうには

なっております。 

 

岩本信子委員 １つ確認取りたいんですけど、国民健康保険証が出ますよね、

それには個人番号というのは付記されるんですか、どうなんですか。 
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大濵国保年金課国保係長 そちらのほうには個人番号は記載されません。 

 

下瀬俊夫委員長 質疑があれば手を挙げてください。ほかに。市の広報を見た

ら強制ではありませんと書いてあるんですよね。だから当然これは番号

がないからといって受け付けないことはないわけですよね。そこら辺だ

けちょっと確認しときたいんです。 

 

大濵国保年金課国保係長 現時点では個人番号を書かない、記入を拒否すると

いうことであっても申請を受理しないということは想定しておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 個人番号は守秘義務だって言いながらいろんな窓口で全部書

くようになっているんですよね。これ僕はものすごく変なシステムだと

思っているんですが、結局個人番号だけで申請できるという意味であっ

て、そういうことでしょう。自分の名前で申請してもいいわけですよね、

当然のように。やないんですか。 

 

大濵国保年金課国保係長 個人番号の詳細になりますと、担当課があるので詳

細を私がお答えしてもと思うんですが、基本的には個人番号を用いて各

それぞれの個人情報をやがてひも付けするということが最終的なことだ

と想定されると思いますので、たちまち個人番号が申請で要るというこ

とではありませんので、そういったところでは今すぐここで書かないと

いうことにはならないのかなと私のほうでは思っているということです。

詳細については担当課がおりますのでそちらのほうからお答えするほう

が。 

 

下瀬俊夫委員長 確認なんですが、いわゆる個人番号を扱う市民課のパソコン

はインターネットにはつながない、単独で使うというふうな話がありま

す。ところが各窓口のパソコンについてはインターネットにつながって

いるよね。例えば国民健康保険の関係でいえば、国保の加入者情報等は

インターネットにつながっているでしょ。これに個人番号は入ってくる

んですか。 

 

大濵国保年金課国保係長 今委員長の言われるインターネットというのが外部

とのつながりですかね。それについてはつながっておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 内部だけがつながっていると。 
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大濵国保年金課国保係長 内部の連携だけしているという状況であります。 

 

下瀬俊夫委員長 いずれにしても国民健康保険課のパソコンについては被保険

者の情報の中に個人番号が入ってくるんですか。入力されるわけ。 

 

大濵国保年金課国保係長 国民健康保険の例えば資格の画面については今個人

番号が出るというふうに聞いております。 

 

下瀬俊夫委員長 出るわけですか。ほかにありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）

いいですか。それでは議案第１０６号山陽小野田市国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定について討論のある方。（「なし」と呼ぶ者あ

り）討論なしと認めます。議案第１０６号について賛成の議員の挙手を

お願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。それでは次に入れ替えますので、若干

休憩いたします。１５分まで休憩をいたします。 

 

 

午前１１時 ４分 休憩 

 

午前１１時１５分 再開 

 

 

下瀬俊夫委員長 引き続きまして、議案第９３号平成２７年度山陽小野田市介

護保険特別会計補正予算（第２回）について、質疑に入りたいと思いま

す。それでは執行側の説明を求めたいと思います。 

 

吉岡高齢福祉課長 議案第９３号平成２７年度山陽小野田市介護保険特別会計

補正予算（第２回）について御説明させていただきます。まず、歳出か

ら説明をさせていただきます。議案の１１、１２ページをお開きくださ

い。１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費を人件費の調整によ

り１，２１３万３，０００円減額し、３項介護認定審査会費、１目認定

審査会費を２７年度の決算を見込み１０９万３，０００円減額するもの

でございます。１３、１４ページをお開きください。２款保険給付費に

おきましても、２７年度の決算を見込み、２項介護予防サービス等諸費、
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１目介護予防サービス等諸費を、２，５６８万１，０００円減額、４項

高額介護サービス等諸費、１目高額介護サービス給付費を６３４万１，

０００円増額しております。１５、１６ページをお開きください。５項

高額医療合算介護サービス等諸費、１目高額医療合算介護サービス給付

費についても決算見込みによりを４３８万９，０００円増額するもので

ございます。３款地域支援事業費におきましては、人件費の調整により

１項介護予防事業費、１目二次予防事業費を１３万３，０００円減額、

２項包括的支援事業・任意事業費、２目任意事業費を５万２，０００円

増額しております。１７、１８ページをお開きください。３目介護予防

ケアマネジメント事業費についても人件費の調整により１５１万１，０

００円増額するものでございます。４款基金積立金、１項基金積立金、1

目基金積立金５，４７３万８，０００円の増額は、平成２６年度の給付

費の精算に伴う剰余金を介護給付費準備基金に積立てるものでございま

す。１９、２０ページをお開きください。５款諸支出金、１項償還金及

び還付加算金、３目償還金３，１７４万７，０００円の増額は、平成２

６年度の給付費の精算に伴い、国、県の超過交付金を返還するための償

還金でございます。内訳は、介護給付費の国庫負担金が２，８１８万７，

０００円、県負担金が３５６万円でございます。歳入に入ります。７、

８ページをお開きください。３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介

護給付費国庫負担金は、平成２７年度保険給付の決算見込みにより、２

９９万円減額いたします。同じく保険給付の決算見込みにより、２項国

庫補助金、１目調整交付金を８４万３，０００円減額、３目地域支援事

業交付金は、平成２６年度の地域支援事業の精算に伴い、国の負担金の

不足分の追加交付として２２８万５，０００円増額いたします。４款 支

払基金交付金、１項 支払基金交付金、１目介護給付費交付金は、保険給

付の決算見込みにより、４１８万６，０００円減額いたします。５款県

支出金、１項県負担金、１目介護給付費県負担金は、保険給付の決算見

込みにより１８７万円減額、２項県補助金、２目地域支援事業交付金は、

平成２６年度の地域支援事業の精算に伴い、県の負担金の不足分の追加

交付として１１４万２，０００円増額をいたします。９、１０ページを

お開きください。７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰

入金は、保険給付の決算見込みにより１８７万１，０００円を減額、同

項３目その他一般会計繰入金は、平成２６年度事務費繰入金の精算等に

よる１９６万１，０００円の減額、及び人件費の調整による１，０７０

万３，０００円の減額を合わせた１，２６６万４，０００円を減額いた

します。７款繰入金、２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金

は、保険給付の決算見込みにより３１９万１，０００円減額をいたしま
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す。８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金の８,３９２万６，０００円の

増額は決算認定をいただきました平成２６年度の繰越金でございます。

結果、歳入、歳出とも５，９７３万８，０００円の追加となり、予算総

額は５９億４，６５６万５，０００円となりました。以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

下瀬俊夫委員長 それでは歳出から質疑を受けたいと思います。１１ページ、

１２ページ、一般管理費ありますか。 

 

岩本信子委員 かなり人件費に異動があるんですが、異動によるということは

聞いているんですけど、これ減らされたということはないんですよね、

人員が。どうですか、その辺をお知らせください。 

 

吉岡高齢福祉課長 この人件費７１８万円の減額でございますけれども。（「７

０５万やろ」と発言あり）給料のところでございますね。７０５万８，

０００円、これにつきましては、ここの給料につきましては介護保険係

の人件費になります。ここの予算につきましては、平成２７年度の当初

予算では１２名の予算というふうになっておりましたけども、平成２７

年４月の人事異動で１名減、年度途中８月になりますが、そこで１名減

となりましたので、この７０５万８，０００円が減額となっております。 

 

岩本信子委員 人数が減になった、予算からなったということについて、事業

に対して何か支障は出ておりませんか。減ったということに対して。 

 

吉岡高齢福祉課長 １０月にねんりんピックが開催されましたが、そのねんり

んピック終了後にまだねんりんピックの残務処理としまして、実行委員

会の解散総会、また報告書の作成というものもございますけれども、１

１月１日から課内異動によりまして、ねんりんピックの職員１名を介護

保険係の兼務とさせていただきました。またその介護保険係につきまし

ては、年々高齢化が進む中で要介護認定者の増、また来年度からは県の

小規模デイの権限移譲、指定監督の権限移譲等もございますので、これ

は非常に厳しい状況ではございますけれども、今後適切な人員体制にな

るよう人事当局にも働き掛けていきたいというふうに考えていおります。 

 

岩本信子委員 今聞いたのは結局今の職員で問題なくまわせるのかということ

です。なんか人数がほしいとか、まだまだ適正とは言われたんですけど、

それを聞いたんですが、いかがですか。今のこの人数で十分だというこ
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とですか。 

 

下瀬俊夫委員長 答えられるか。 

 

吉岡高齢福祉課長 非常に厳しい状況ではございますが、何とかこなしておる

状況でございます。 

 

吉永美子委員 認定審査会費で１０９万３，０００円減ということで、これは

決算見込みということでございますが、当初１，０６６万６，０００円

を予算としてあげられたときに委員が４５名の１３０回分の予定だとい

うことで説明を受けておりますが、ということはこれだけ開かれなかっ

たのか、なぜ１０９万３，０００円減ったのかお知らせください。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 介護保険係河上と申します。よろしくお

願いします。この減額につきましては、介護認定審査会を実施していな

い分と、実施しましたけれども御欠席なされた報酬の残額となります。

介護保険認定審査会を実施しなかった理由というのはその週、あるいは

開催当日において、介護認定審査を行う対象者がいらっしゃらなかった、

もしくはその翌週等で十分に対応できる状態にあった場合において随時

中止にさせていただいているところでございます。 

 

吉永美子委員 ということは１３０回じゃなくて、回数が減ったということで、

この分についても分かればお知らせいただきたいのと、それと委員の欠

席ということでございますが、４５名中の結局最低人数が何人必要とい

うことの認識なのかということと、何人ほど欠席をこれまでされている

のかということをお知らせください。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 まず介護認定審査会の出席人数、会議そ

のものの成立の人数でございますが、３人以上というふうにしておりま

す。通常は介護認定審査会の人数といたしましては、５人を招集させて

いただいているところでございますが、３人いらっしゃれば成立という

格好になっておりますので、３人いる場合はそのまま審査会を実施させ

ていただいておるところでございます。それから申し訳ございません。

欠席の人数というのは現在数字を持っておりませんが、現在の開催回数

といたしましては、１１月末現在で７７回としております。昨年度とほ

ぼ同等のような推移で進んでおるところでございます。 
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吉永美子委員 ５人お願いして、出席が３人以上あればということなんですが、

要は出席依頼をかけて、常に出る方、出られない方と、万が一そういう

ことがあればいつもこう、何て言うんですか、同じ意見を持った方々の

中で審査が決められていくという可能性も全く否定できないと思うんで

すけど、その辺の心配はないんでしょうか。常に出ない方がおられると

かいうことはなくて、きちんと誰かが欠席があっても回っている、４５

名が常に回っているという認識で、偏った審査にはなっていないという

ことでよろしいでしょうか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 偏った審査にはなってないように運営を

行っているところでございます。公平公正に行うために介護認定審査委

員の研修も市のほうで行っておりますし、県のほうでも公平に審査を行

うために審査員研修、今年度については昨日行われておりますけれども、

この研修に審査員さんに御出席をいただく中で、公平な審査ができるよ

うな研修を受けていただいておるところでございます。お休みになられ

る先生方の状況ということですけれども、これは特にお医者さんが多い

んですが、急患が入ったとかそういった場合、急遽欠席なされるケース

が多いんですが、常に欠席をなされるということは当然ございませんの

で、そのときに対してという格好になっております。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。よければ１３ページ、１４ページ。 

 

三浦英統委員 窓口業務の拡充ということで、介護に当たるこの窓口業務の拡

充で、どのような成果が上がったかここら辺りをお聞きしてみたい。こ

れは新年度予算にも拡充すると、こういうような話があったように記憶

しておるんですが。それとですね、介護者に対する支援、ここら辺りの

支援がどのような方向で行われておるかお尋ねしてみたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 具体的に分かる。窓口業務の拡充というのは具体的に何かあ

れば。 

 

三浦英統委員 新年度予算のときにですね、介護に当たる市民への拡充を図り

ますと、窓口に人員を１名余分に配置するんだと。予算計上しますよと

こういうような説明があったように記憶しているんですけどね、ここら

辺りの拡充策について、どういうようなのがあったのか。 

 

下瀬俊夫委員長 記憶にあるか。 
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三浦英統委員 記憶になかったら。 

 

下瀬俊夫委員長 あったかなかったかだけでも答えてよ。質問があったんだか

ら。そんなこと言うておりませんとか。 

 

吉岡高齢福祉課長 今確認をしましたが、そのようなことはちょっと申し上げ

てないということでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 大丈夫ですか。三浦さん。（何者か発言する者あり）議論じゃ

から。（何者か発言する者あり）何かそれは。もう１個あったろ。 

 

三浦英統委員 もう１個ね、サポーターの問題。ボランティアの皆さんの研修

をなさっておると、こういうことですが、このボランティア研修につい

て現状はなさっていらっしゃるんですか。サポーターのボランティア。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 高齢福祉坂根です。介護支援ボランティ

アの件でよろしいでしょうか。介護支援ボランティアにつきましては、

社協に事業の委託をしておりますけれども、そちらのほうで研修のほう

は、現任研修とか年に３回ぐらいは行っております。 

 

下瀬俊夫委員長 ちょっと待って、ちょっと待って。それでいいんですか。 

 

三浦英統委員 成果がね、介護ボランティアのこの研修を行っておる中での成

果が上がってきておるかどうなのか。ここら辺りは検証していらっしゃ

るのか、いらっしゃらないのか。ただ研修だけで終わっておるのか、ど

うなのか。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 当然研修を行って、ボランティアの方の

質が少しでも上がってくるようにということで研修を行っておりますけ

れども、最終的な質というのは、実際的な検証というのはまだしており

ません。 

 

下瀬俊夫委員長 いやだけどポイント制度に反映するんじゃないんかね。だか

らそれが増えているのかどうなのかというのを。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 今ボランティアの方の人数はわずかなが
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らでも増えてきておりまして、当然ボランティアすることによって、ポ

イント等も少しずつは増えてきてはおります。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか、それで。（「はい」と発言する者あり）だからど

の程度増えているのかとか具体的に聞けばいいのに。 

 

岩本信子委員 １３ページのところの介護予防サービス諸費のところなんです

が、これ減額になっています、補正でね。これどうなのかなと、介護予

防サービスの事業が少なかったとは思うんですけれど、これ見込みが多

かったのか、それとも何か事業に変化があったのかとかちょっとその辺。

マイナスになった理由をお聞きしたいんですが。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 これは介護給付の予防のサービス費にな

りますので、デイサービスとかの利用に対しての給付費でございます。

まず見込みにつきましては、予算組みにつきましては国のワークシート

で平成２４年から２６年度の実績を取り込みまして出した結果の中で、

この予算立てをしているところでございます。したがいまして、予算に

対して実績がやや少なかったというところがあるんですが、もう一つ要

因といたしまして、この介護報酬の改正が平成２７年度行われておりま

す。その介護報酬の関係で予防通所介護の報酬が大幅に減額をされてい

るというのも一つの要因ではないかというふうに考えております。基本

的な報酬の単価が約２０％くらい減額されております。ただ２０％とい

うところだけではなくして、他の加算等がプラスになっておりますので、

単純にここで見ることはできませんが、この減額になった一つの理由で

はないかというふうに考えております。以上です。 

 

矢田松夫副委員長 そういうことの回答であれば、介護予防サービス給付を受

ける人数とか回数が減ったということではないというわけですね。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 おっしゃるとおり人数、件数につきまし

ては、３月から８月までの実績となりますが、昨年度の３月から８月の

実績が４，７０７件に対して、今年度の件数が４，８１４件という形で、

１０７件ほど増加をしておりますので、実際の利用件数といたしまして

は増加をしているという状況にあります。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。ここの部分は新年度からどうなるわけ。予算措

置については。 
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吉岡高齢福祉課高齢福祉課長 ２８年度については２７年度と同様でございま

す。 

 

下瀬俊夫委員長 同じ。ほかに。いいですか。それでは１５ページ、１６ペー

ジ。いいですか。ないの。 

 

三浦英統委員 介護者に対する支援というのは何か行っていらっしゃいますか。 

 

下瀬俊夫委員長 介護者。 

 

三浦英統委員 介護する人。 

 

下瀬俊夫委員長 どの部分ですか。どこの部分でしょう。 

 

三浦英統委員 全般的に。 

 

下瀬俊夫委員長 全般的に。 

 

三浦英統委員 地域支援とか、地域の支援事業、ここら辺りですね。 

 

下瀬俊夫委員長 地域支援事業。 

 

三浦英統委員 介護をなさる方、これについての支援内容についてお聞きして

みたい。 

 

下瀬俊夫委員長 二次予防で。 

 

三浦英統委員 二次。二次じゃないですよ。 

 

下瀬俊夫委員長 いや、どの部分か。（何者か発言する者あり）何か。全体的に

何かある。 

 

三浦英統委員 後で聞きます。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにありますか。いいの。いや何か言わんと。それでは次

１７ページ、１８ページ。 
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岩本信子委員 この基金の積立てのところなんですが、さっきの国保でも言っ

たんですけれど、結局その前の年度の繰越金が、私は基金積立てに回る

といつも思っているものですから、５，４００万円という基金積立てに

なっておりますが、繰越金は８，３００万あるわけなんですよね、２６

年度の。この辺の違いという部分は、どこに違いというか、どこにどう

いうふうに持っていかれたのかということが分かれば、お知らせ願いま

すか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 まず基金の残高の積立額の内容でござい

ますけれども、前年度の残額と言いますか、第１号被保険者、皆さんが

納めていただく分の介護保険料の残額という格好になりますので、繰越

金全体のものではございません。繰越金そのものにつきましては、この

今の１号被保険者の残額分と今回で申し上げますと、国の償還金、平成

２６年度国のほうも給付費を予測して支払っていただけるわけなんです

けれども、そうしますと当然もらいすぎ、あるいは不足分とかそういっ

たものが生じてくるんですが、今度平成２６年度におきましては、もら

い過ぎの状況が発生しております。したがいまして、それにつきまして

は今年度において償還をしなければならないようになるんですが、その

金額もこの繰越金の中に含んでおります。それからまた最終的な決算と

いうのがはっきり分からない中での繰越額の設定という格好になります

ので、ちょっと余分に一般会計から切りのいい数字を繰越金のほうに充

てるという仕組みになっておりますので、その部分につきましても、こ

の繰越額に入っております。当然その差額、きちっとした決算が終わっ

た後に差額が生じるわけですけれども、その差額については今回もあり

ますけれども一般会計のほうに繰り戻すという格好で処理をしていくと

いう流れになります。以上でございます。 

 

岩本信子委員 では５，４００万補正を出して、残高は全部で幾らになってい

ますか。基金。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 基金の残高ということでよろしいですか。

（何者か発言する者あり）今回補正を承認していただいた後の残高で申

し上げます。４億２，１８０万５，７２０円となります。（「はい、分か

りました」と発言する者あり） 

 

小野泰委員 今の基金なんですが、これ当初だったですかね。３億５，１００
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万くらいあったと思うんですが。それにこれだけプラスになって４億２，

０００万ということなんでしょうか。それでこれも国保と一緒なんです

が、国保は給付費の１０％ぐらいを積立てておきたいというのがあるん

ですが、介護ではどの程度を考えておられますか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 介護給費の準備基金の適正な残高という

ことですけれども、一応介護保険につきましては、３か年の事業計画で

進めておるところでございます。その３か年において、急激な介護給付

が増額された場合の対応として、この介護給付準備基金を設けておるわ

けですが、その急激な額といたしまして、私どもといたしましては５％

という数字を持っておるところでございます。５％で第１号被保険者の

負担分が増加したときの対応として考えておりますのが、約１年間にお

いて今現在で言いますと７，３００万程度というふうに考えております。

先ほど申し上げましたように事業計画は３か年でありますので、それを

３年で掛けますと２億２，０００万程度の残高が適切な金額ではないか

というふうに考えておるところでございます。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいやそうすると４億はどういうふうに考えたらいいんで

すか。 

 

河上高齢福祉課主査兼介護保険係長 それで今現在御報告申し上げました４億

２，０００万残高がございます。今ほぼ適切な残高２億２，０００万を

引きますと余分と言いますか約２億円程度ございます。この金額につき

ましては、どのような活用かということでありますけれども、これは介

護保険の３年間の計画を策定する際に少しでも、第１号被保険者の皆様

方の介護保険料を軽減をするために活用するというふうな仕組みになっ

ておりますので、今年度から第６期介護保険事業計画が始まりましたが、

この３か年において約２億円程度取り崩す前提で平成２７年度から２９

年度の介護保険料の設定を行っておるところでございます。したがいま

して、今４億円程度ございますが、計画上ではこの３か年で２億円程度

取り崩すという計画にしておるところでございます。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにありますか。先ほどの何か重要な質問がありましたが。

（発言する者あり）いいですか。では１９、２０、償還金。いいですか。

それでは歳出を打ち切ります。歳入７ページ、８ページ。 

 

岩本信子委員 これ歳入のほうで見ますと、地域支援事業交付金がかなり増え
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てきております。県もそうですよね、それして、増えたということはそ

れだけ事業の数があったのか、それとも先ほど歳出のところでの地域支

援事業費を見ると、この国庫支出金のいただくほど、この事業費は増え

てないんですが、その辺の地域支援事業費の交付金が増えた理由という

のをちょっとお聞きしたいんですが。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 地域支援事業交付金につきましては、国

庫補助金等の対象経費というのは、地域支援事業の全事業の支出額から

利用者負担金等の歳入を引いたものが対象経費となるんですけれども、

当初申請のときに収入のほうをちょっと多めに見積もっておりましたん

で、（何者か発言する者あり）前年度です。平成２６年度の分ですけれど

も、収入のほうを多く見積もって申請しておりました。２６年度の精算

時に収入のほうを精査して、交付金が増えたっていう形になっておりま

す。 

 

下瀬俊夫委員長 それは当初の話かね。 

 

岩本信子委員 ちょっと今の説明じゃ分からないんだけど、当初見込みが多い

かったというんじゃなくて、結局当初少なかったから逆にこの度補正で

増えてきたんでしょ、地域支援事業費とか国庫支出交付金とかが。だか

ら今の説明はちょっと違うなと思っているんですけど、当初、事業が例

えば増えたとか言われるんだったら、またこれはこれであるのかなと思

うんですけれど、当初の見込みが少なかったということじゃないんです

か、どうなんですか。どうですか。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 歳入のほうが多く見積もっておりました

んで、対象経費が、当初は少なかったと。（何者か発言する者あり）逆。 

 

下瀬俊夫委員長 だから今回の増額補正の理由。 

 

坂根高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 済みません。平成２６年度の事業の精算

で追加交付ということでございます。（「２６年度についてはね。」と発言

する者あり） 

 

下瀬俊夫委員長 納得した。（「分かりました。」と発言する者あり）ほかに。い

いですか。じゃあ９ページ、１０ページ、一般会計繰入金。いいですか。

ほかに。いいですか。ないようでありますので、質疑を打ち切りたいと
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思います。議案第９３号平成（発言する者あり）全般。全般、どうぞ。 

 

吉永美子委員 歳出で問合せがなかったので。新しい試みとして２点されてお

られるところでお聞きしたいんですけど、２６年度からさんさんネット

が始まったということで、これを活用して介護認定に必要な医師の主治

医意見書、これを郵送でやりとりしていたのをオンラインでやっていく

ということで、それによってやっぱり日数が掛からなくなったってこと

で、大変いいと思うんですが、その医師会と連携した新しい試みという

ことで、それの実施状況、効果をお聞きしたいことと、もう１点はやは

り新しく始めた介護予防事業に重点を置いたということで、住民運営憩

いの場、この立上げをしたいというふうに当初予算のときに説明が入っ

ておりますが、この２つについて、実施状況と効果をお聞きします。 

 

河上高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 さんさんネットの実施状況ですが、済み

ません、今数字を持っておりませんので、後ほど回答させていただきた

いと思います。（何者か発言する者あり）その件数ということですよね。 

 

尾山地域包括支援センター技監 それでは私のほうから２点目の質問に関しま

して、お答えをさせていただきます。新たに始めた事業として、住民運

営通いの場ということで、主にこれ、後ほどさせていただく所管事務調

査のほうで少し説明をさせていただこうと考えておりますが、いきいき

１００歳体操というものの普及を図っております。現在このいきいき１

００歳体操を活用しての住民運営通いの場が市内で９か所、これは９か

所とも既に自主運営化ということで動いております。そのほかに認知症

予防を中心とした通いの場が今までに４か所、自主運営化、現在２か所、

立上げ支援中というような状況です。この効果につきましては、まだ件

数自体が少ないですので、表立って、何件何％というようなものはござ

いませんが、各会場で開始前と実施後、３か月、６か月で、体力測定だ

とか利用者の方の主観的意見交換等の効果判定をしておりますが、おお

むね筋力の向上だとか、あと実際的に膝痛や腰痛が改善した、歩き方が

楽になったというようなものをいただいております。以上でございます。 

 

吉永美子委員 今のこと大変いいことだと思いますし、やはり予防ということ

で、ぜひ進めていただきたいと思いますので、これについてはまた効果

等今後またお聞きしたいと思います。お願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 どうする。後から報告しますか。 
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河上高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 そうさせていただければ助かります。 

 

下瀬俊夫委員長 時間掛かるね、まだ。 

 

河上高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 今ちょっと調べていますので、そんな時

間掛からないと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 どうするのか。ちょっと待つ。待ったほうがいい。どうしま

すか。進めていく。進めていくったってもう質疑打ち切って、討論採決

になるんですよ。 

 

河上高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 数字的なものは今持ってきてないんで、

分からないんですが、効果ということで御説明申し上げたいと思います。

さんさんネットにつきましては、各病院で書いていただく主治医意見書

が専用の回線を通して、病院から本市のほうにデータで転送していただ

く仕組みとなっております。今まで郵送で送ってきていただいたものが

電子データで送ってくるということになりますので、まずその時間が短

縮されることと、電子データで送る必要がありますので、なかなか主治

医意見書を手書きでなされる先生方、分かりにくい、読みにくいという

字の先生もいらっしゃるんですが、その辺が分かりやすい主治医意見書

に改善されるといいうメリットはございます。ただ、このさんさんネッ

トのデータを送る際には、それぞれの病院において仕組みと言いますか、

パソコン等の設定を行う必要がありまして、今すぐに全ての病院が対応

できるような状態ではありません。今現在、医師会を通じてこのさんさ

んネットの推進に向けて協力をお願いをさせていただいているところで

ありますけれども、まだ今現在は５つの病院ぐらいが対応しているよう

な状況でありまして、まだまだ今から推進していかなければならないか

なというふうに考えておるところでございます。 

 

吉永美子委員 今対応しているのは５病院ということで、全体的には何病院あ

るんですか。その中での５病院ということですよね。要は山陽小野田市

のいろんな医院さんとか、そういうことでしょう。かなりありますよね。 

 

河上高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 そうですね。ちょっと済みません、その

辺もデータが今、手元にないので分からないんですが、基本的には主治

医意見書については全ての病院が対象となりますので、全ての病院とい
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う格好になっております。 

 

下瀬俊夫委員長 今の病院の話しかしてないよね。介護施設なんかの関係はど

うなんですか。これ、介護保険だから。 

 

河上高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 このさんさんネットにつきましては、主

治医意見書のやりとりという格好になりますので、病院のやりとりのシ

ステムということで運用しております。 

 

下瀬俊夫委員長 介護保険も入ってくるんじゃないんかね、さんさんネットに。

それは入らないの。 

 

吉岡高齢福祉課長 さんさんネットのメニューとしては医療機関同士の連携で

あるとか介護施設との連携であるとか、いろいろなメニューがございま

すけれども、山陽小野田市として今利用しているのは先ほどから申し上

げております主治医意見書の取得だけでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 病院だけ。そうですか。そうするとね、結局今の話を聞くと、

労災病院と医大ですよね、山口医大、それと興産中央病院だけど、この

３病院が基幹病院で、この病院と連携している医療機関しか取れないと

いう話になるんよね。だから件数はそんなに多くないと思うんだけど、

どうなんですか、そうすると。それは分からんよね、数は。 

 

尾山地域包括支援センター技監 分かる範囲の説明になってしまうんですが、

今の基幹型病院とネットワークをつなぐというのは、さんさんネット、

いわゆる宇部市、山陽小野田市、医師会等が中心となられているネット

ワークだと考えております。この主治医意見書に関しましては、その一

部だけを利用させていただいて、主治医の意見書がこのネットワークで

提出できるような仕組みと。ただ、これに関しましては、機材という問

題だけでなく、たしか主治医意見書には医師の自書の署名等がいる、こ

れに代わるものを、済みませんちょっと正式名称が思い出せないんです

が、日医か何か国のほうの承認がいる。そこでの何か電子認証のような

ものが使えるようになって初めて主治医の意見書が電子データで提出で

きると。ただ、その申請、日医か済みません、対する申請を行われてい

る病院自体がまだ今説明させていただいた５、６か所しか行われてない

というふうに伺っております。以上です。 
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下瀬俊夫委員長 そうするとこのさんさんネットというのは双方向の活用がで

きるということですか。一方通行ではなしに、双方向の活用ができるわ

けですね。さんさんネットやろ、今の話は。 

 

尾山地域包括支援センター技監 さんさんネットを利用させていただいた主治

医意見書の双方向という意味でお答えして。 

 

下瀬俊夫委員長 あのね、よく分からないのは、基幹病院につながっているさ

んさんネットとこのさんさんネットとは違うものなんですか。 

 

河上高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 回線そのものは一緒ですが、一応それぞ

れの病院と直接やりとりをするという手段。 

 

下瀬俊夫委員長 病院同士じゃなくてもできるわけね。（「病院。」と発言する者

あり）双方向もできるという話があったよね。よく分からん。 

 

尾山地域包括支援センター技監 済みません、余り詳しくはないんですけれど

も、さんさんネットの中で例えば医療情報、例えば興産中央病院に入院

されている方がどちらかの病院に移られる、そのときにそこの病院と患

者さんの情報を双方向でやりとりしたりというのは、登録されている病

院では可能だと。ただ、そのネットの中に介護保険係が入っているから

といって、その患者さんの情報を見られるということはあり得ません。

ですから、参加されている団体が例えば１００あったとしても、１００

の団体が全て同じものが見られる状態にないというふうに認識しており

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 もう少しかかりそうなんで、あ、来た。来た。はい。 

 

河上高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 大変お待たせして申し訳ございません。

５月から１１月の間となりますけれども、主治医意見書の提出していた

だいた枚数が２２７件ですね、提出していただいております。 

 

吉永美子委員 やはりパソコン設定等ですね、クリアしなければいけないこと

がたくさんあるんでしょうけれど、これだけ委員さん含めたたくさん病

院がある中で、まだ今５か６かぐらいしかないということですよね。そ

こが２２７件出してきたということになるでしょうから、やはり割合か

らすると、かなりまだまだだと思うんですよ。やはり郵送と違うそうい
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ったデータでぽんと飛んでいくということは、審査を受けたい側からす

ると、早く認定審査会に入ってもらって、認定をしていただきたいとい

う思いはあると思うんですよね。期待されるところあると思うので、せ

っかく始められたんだからこれをですね、１つ２つ増やしていく努力を

本当に進めていただきたいというふうに思いますので、その辺よろしく

お願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに、いいですか。なければ質疑を打ち切りたいと思いま

す。それでは議案第９３号平成２７年度山陽小野田市介護保険特別会計

補正予算第２回について、討論のある方。（「なし」と発言する者あり）

いいですか。それでは議案第９３号について、賛成の議員の挙手をお願

いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致。どうする、全部終わったほうがいい。いいですか。

では引き続いて、第１０５号山陽小野田市介護保険条例の一部を改正す

る条例の制定についてに入りたいと思います。執行の説明を求めたいと

思います。 

 

吉岡高齢福祉課長 議案第１０５号山陽小野田市介護保険条例の一部を改正す

る条例の制定について説明をさせていただきます。この度の介護保険条

例の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律の施行に伴いまして、介護保険条例の保険料の徴収猶予

及び保険料の減免の申請の為の記載事項に個人番号を追加する規定を設

けるものございます。改正の内容につきましては、第２３条第２項第１

号中の「及び住所」を「住所及び行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条

第５項に規定する個人番号（以下「個人番号」という。）」に改めまして、

第２４条第２項第１号中「及び住所」を、「住所及び個人番号」に改めま

す。施行日は、平成２８年１月１日としております。以上でございます。

御審議のほど、よろしくお願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 この件で御質疑がありましたら。 

 

矢田松夫副委員長 先ほどの国保と同じような内容ですけれど、いわゆる利用

者というかね、加入者がこのことによって、申請書類に番号書くだけで、
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ほかの申請書類が何というかね、省かれるというか、少なくなる、事務

の効率化によってこれやるわけですが、非常に利用者、加入者が何てい

うかね、申請書類そのものが少なくなるということはあるんですかね。

そういうことが目的ですよね、今回は。 

 

河上高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 本申請に関わるものにつきましては、添

付書類として課税証明等を添付していただくようになります。この課税

証明等につきましては当然課税証明を申請する際に、本市であれば税務

課のほうに申請をしていただくとかいう利用者の手間がかかってくるん

ですけれども、この個人番号を記載していただく中で情報の共有という

ことができますので、その点のお手間を省くことができるかというふう

に考えております。以上です。 

 

矢田松夫副委員長 ということはこれまで以上に申請書類が簡素化されるとい

うことでいいんですね。 

 

下瀬俊夫委員長 ちょっといい。今の話。 

 

河上高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 情報を共有できる申請関係につきまして

は手間を省くことができるように考えております。 

 

矢田松夫副委員長 書かなければいけないということなんですが、書かないこ

とによるペナルティーというんですかね、あるいは保険給付の支給が遅

れるとか、そういう現実なことというのは予想されるんですか。かつて

郵便番号なんかは３桁から７桁になったんですよね。あのときに随分と

利用者に郵便物が遅れるような状況が出たわけですよね。番号を書かな

いからということで。そういう現実というのは予想されるんですかね。 

 

河上高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 書かないという理由が恐らく２つあろう

かと思います。分からないというのと書かないというものがあろうかと

思うんですが、この辺については今現在、市全体で調整中のところでは

あるんですが、分からないという方についてはこの運用方法、それから

個人番号の使用方法等説明をさせていただく中で、こちらのほうで調べ

て対処すべきかというふうに今現在考えておるところでございます。書

かないと、要は拒否をされる方につきましては、当然説明は申し上げた

いというふうには考えておりますが、それでも拒否をされる方につきま

しては、こちらのほうも特に申請そのものに、その必要性がない申請で
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あればですね、それはもうそのままで対応していきたいと思いますし、

添付書類等で必要性があるものであれば、御本人さんに取っていただく

なりの対応を行っていきたいと思いますが、その辺で若干の利用者さん

の手間が掛かってしまうケースがあるというところで、審査に直接大き

な影響を与えるものでは、その辺御協力いただければ審査に影響するも

のではないかというふうに考えております。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 今の河上さんの答弁でね、添付に必要な番号と言われました

よね、申請に。そんなものがあるの。いわゆるそれがないと受け付けら

れないということになるんですか。マイナンバーがないと受け付けられ

ないという、そういう申請書類があるんですか。 

 

河上高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 添付書類が必要な場合ということで、基

本的には必要のない書類については、記載は必要ないという意味合いで

す。 

 

下瀬俊夫委員長 税金の申告にしろ何にしろですね、国のほうは強制ではない

と、番号がないからといって受付はしないということはないと、こう言

っているわけですよ。だから広報にも強制ではありませんって書いてあ

るんです。だから必要な書類というのは、それがないと受け付けられな

いということではないんじゃないですか。 

 

河上高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 受け付けられないという意味合いではな

いです。 

 

下瀬俊夫委員長 ないですね。それともう一つは、いわゆる記入を拒否される

ような方についてですね、これはその理由について、きちんと問いただ

した上に、どっかにきちっと報告するという義務が生じているんですか。 

 

河上高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 御本人さんに理由を聞くということでは

なくして、こちらのほうが利用方法について御説明を申し上げるという

ことであって、その辺をお聞かせいただくこともありませんし、それを

記載することも全く考えておりません。 

 

 

矢田松夫副委員長 結論から言うと、個人を識別するための番号と書いてあり

ますが、逆に言えば個人を識別するものがあればいいんだということと、
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そういうふうに取り替えられるんですが、いいですか、それでも。 

 

河上高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 基本的にはそういった格好になるんです

が、先ほど申し上げましたように、課税証明等添付が必要なものについ

ては利用者さんの手間が少しでも軽減できるというところでお願いをさ

せていただくということでございます。しかしながら必ず書いていただ

かなければならないというふうな形では、確定ではないですけれども、

そこまでは現在のところは考えてはおりません。以上です。 

 

小野泰委員 これ本会議でマイナンバーについて識別方法は顔写真及び２つ以

上の証明で判断をするという答弁があったのですが、免許証とか２つ持

って行ったらいいということですか。 

 

吉岡高齢福祉課長 全庁的な取扱いにつきましては今担当課のほうが主となり

まして、それぞれの窓口を持つ課を集めまして協議をしておるところで

ございますので、その中で詳細についてはこれから決めていくことにな

ろうかと思います。 

 

小野泰委員 それはそれでいいんですが、本会議ではそういうことでの答弁が

あったと思いますし、ここにはですね、次に掲げる１０項を記載した申

請書を提出しなければならないということになっているんですよね。な

らないが、なくても受理をするということですか。その辺がちょっとね、

歯切れの悪いような答弁のような気もするんですが、試行期間をもって

やるというのか、なんかちょっとその辺もうちょっとよく分かりやすく

説明してください。 

 

吉岡高齢福祉課長 その辺りも担当課と協議をしながら、今後進めていきたい

というふうに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 今の話、通知カードの話じゃない、個人カードの話やろ。 

 

矢田松夫副委員長 今回の不在の書留を取り行ったときに、その２点のね、本

人が確認できるパスポートとか運転免許証とか保険証とか。市役所に取

り行ったときですよ。その次の手続の話やなくて、その前の段階の話、

小野さん。 

 

下瀬俊夫委員長 通知カードの話か。 
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矢田松夫副委員長 そうそう。簡易書留を受領する場合はその２点が入ります

よという話。 

 

下瀬俊夫委員長 本会議答弁やろ。いやいやさっきの本会議答弁というのは通

知カードの受取りの話やろ。 

 

矢田松夫副委員長 そうそう。受取りですよ。（何者か発言する者あり） 

 

下瀬俊夫委員長 ちょっと待って。ちょっと小野さん、はっきりしようや。ど

うなん、そこら辺は。 

 

小野泰委員 私はマイナンバーというふうに理解をして、答弁をメモしておっ

たんですがね。 

 

下瀬俊夫委員長 マイナンバー。来年１月からよ。 

 

小野泰委員 だからそれをするときに、なかった場合どうするんかということ

で、免許証とか２つの証明するものがあればいいですよというような答

弁であったというふうに理解しています。 

 

下瀬俊夫委員長 いずれにしても、今協議中なんやろ、部内で。手続というか

受付については。そういうことでいいやろ。 

 

岩本信子委員 これを申請するときに番号を書くということになると、結局逆

発想で、介護保険っていうのは年がいったから使うというのではなくて、

介護保険が必要になった人が使うというものですよね。それで、逆に言

いますと、番号が分かることによって、高齢者で介護保険を使ってらっ

しゃらない方っていうのは、逆に把握できるのかなと思うんですが、そ

ういうふうな使われ方というのはされることはないんですよね、分かり

ます。だから高齢者で介護保険を使ってらっしゃらない、今からいろん

な例えば介護予防とか、いろんなサービスの内容を提供するときにそう

いう方たちに対して、介護申請されてない方々が把握できるんじゃない

かと思うんです。逆に、番号の使い方によっては。そういうことがされ

る可能性はあるのかどうかをお聞きするんです。 

 

下瀬俊夫委員長 使わない人に何かサービスするわけ。 
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岩本信子委員 だからサービスするんじゃなくて、介護予防なんかを今からや

っぱりしていく上においては、いろいろとしなくてはいけないことある

じゃないですか。やっぱり年の方やったら体操するとか、いろんなこと

を介護予防のために動いていただくという、そのために使うという、介

護申請されていない年の方、そういうこと使えることができるのかとい

うことを聞いているんです。逆発想です。 

 

下瀬俊夫委員長 逆発想やけど、それは趣旨は違うよね。 

 

岩本信子委員 趣旨が違うからどうかと聞いているんです。 

 

河上高齢福祉課主査兼高齢福祉係長 介護保険制度内における、そういった状

況の把握というのは、介護保険の被保険者番号というのを既に持ってお

ります。したがいまして、この個人番号とは別に状況把握をしておりま

すので、委員さんがおっしゃるような今受けている方というのも被保険

者番号のほうで把握をしておりますし、逆に受けている方以外の方が受

けておられないという格好になりますので、その辺の状況も把握をさせ

ていただいているところでございます。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですね。（「はい」と発言する者あり）なければ質疑を打

ち切りたいと思います。議案第１０５号について、討論のある方。（「な

し」と発言する者あり）なしということで、それでは議案第１０５号山

陽小野田市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の

委員の挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致。以上で午前中の議案質疑を終わりたいと思います。

午後は１時２０分から再開します。以上です。 

 

 

午後０時２０分 休憩 

 

午後１時２０分 再開 
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下瀬俊夫委員長 それでは委員会を再開します。議案第１０４号山陽小野田市

斎場条例の一部を改正する条例の制定について審査を始めたいと思いま

す。議案に入る前に市民課の報告があるんですが、その前に１１月に人

事異動があったと思うので、紹介だけお願いしたいと思います。 

 

山根市民課長 この１１月１日付けの人事異動に伴い、山陽総合事務所の市民

窓口課に在籍しておりました野上課長補佐が１１月１日からは当市民課

の課長補佐として異動になりましたことを御報告いたします。 

 

野上市民課課長補佐 今御紹介に預かりました山陽総合事務所の市民窓口課課

長補佐から市民課の課長補佐に異動してまいりました野上と申します。

よろしくお願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 それではマイナンバーの顔認証について課長のほうから説明

をお願いします。 

 

山根市民課長 市民課の山根です。お時間いただきありがとうございます。市

民課からは御報告です。来月から、希望者の申請に基づく個人番号カー

ドの交付が、市民課と市民窓口課で始まりますが、この個人番号カード

を交付するときに、新たに顔認証システムを原則導入することとなりま

した。この国の通知は１０月の初めに届いたものです。目的は所持され

る方の見た目と個人番号カードの写真が容易に同じ人であると確認でき

るものとすること及び他人の成り済ましを防止することでございます。

これを受けまして市民課は、来月からの交付事務に間に合わせるため、

１２月の補正予算計上では間に合わないため市民課の持つ予算内で流用

し、市民サービスに支障がないように準備を進めております。市が準備

するものは、ウェブカメラ、スキャナー、パソコンです。顔認証システ

ムのソフト自体は、国から無償で配布を受けます。ウェブカメラ、スキ

ャナー、パソコンは市民課、市民窓口課分で総額約９０万円程度です。

具体的な、顔認証システムの取扱方法については、国からの詳細文書は

届いていませんのでイメージとしてお伝えすることを御了承ください。

窓口で個人番号カードの交付のときに、その個人番号カードの写真と目

の前の本人の画像をスキャナー及びウェブカメラで、１つのパソコンに

取り込んで照合し、同一性を判定するものです。具体的な活用方法は、

実際にどのように使えるのかといった使用方法や、今後国からの取扱文

書、他市町の活用状況を踏まえる必要があり、現在は検討中です。パソ

コンは、スタンドアローンといって顔認証システムのみをインストール
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し、他には何も入れませんし、ネットも遮断です。また、ウェブカメラ

で撮影した画像は、判定後消去される仕様となっています。個人番号カ

ードの交付関係事務を行う場所は市役所の市民課と山陽総合事務所の市

民窓口課の２か所で、顔認証システムの設置もこの２か所です。以上、

御報告申し上げます。 

 

下瀬俊夫委員長 顔認証システムについて事前の報告を受けました。これにつ

いて皆さんのほうで意見があれば。ありませんか。岩本さんありません

か。同じ顔があった場合どうなるのかとか。 

 

岩本信子委員 顔認証システムというのはきちんと双子でも見分けられるとい

うことは大丈夫ですか。 

 

山根市民課長 初めに申し上げましたとおり、現在どのように活用するとか、

どういう画像が映るとか全く分かっておりませんので、お答えはできま

せん。なお、岩本議員さんのように双子さんでいらっしゃる場合とかは

暗証番号が鍵になると思います。 

 

下瀬俊夫委員長 暗証番号。 

 

山根市民課長 暗証番号を設定していただくことになっております。 

 

岩本信子委員 暗証番号は初めて聞いたんですけど、銀行何かだったら、例え

ば生年月日とか分かりそうなものは全部はねられますよね。例えば自分

の生年月日とか入れたら、もう使えませんって言われるんですけど、例

えば暗証番号を設定する場合、そういうふうなことが結構あるんじゃな

いかと思うんですけれど、それはやっぱりはねらるんですかね、どうで

すか。銀行と同じようなシステムになるんでしょうか。 

 

光井市民課主査兼住民係長 暗証番号は生年月日とかセキュリティコードとい

うカードに書いてある番号を使った場合ははねられます。不適当として

はねられることになっています。 

 

下瀬俊夫委員長 それはシステムとしてはねられるんかね。 

 

光井市民課主査兼住民係長 カードの発行の入力の際に生年月日を入れたら、

暗証番号としては使えませんということで出ます。 
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下瀬俊夫委員長 顔認証のシステムのパソコンについては認証が終わった時点

で消去するというふうに言われましたよね。これはマイナンバーのパソ

コンとは連動しているわけですね。 

 

山根市民課長 マイナンバーのパソコンとは既存の住基システムのことかと思

いますけれど全く別物です。単独で顔認証するためだけのパソコンとし

て導入して住基ネット等につなぐことはありません。 

 

下瀬俊夫委員長 住基ネットそのものは廃止になるわけでしょ。今言ったのは

マイナンバーの話よ。 

 

山根市民課長 住基カードのことですか。 

 

下瀬俊夫委員長 個人カードのこと。マイナンバーの個人カードのことです。

マイナンバーの制度が始まった時点で住基カードそのものは廃止になる

んでしょ。 

 

山根市民課長 １２月２２日時点で新規、更新の住基カードはできなくなりま

す。個人番号カードに移行します。 

 

下瀬俊夫委員長 顔認証システムのパソコンは独自のものを設置するという話

でしょ。だけど、マイナンバーと連動しなければ顔の認証ができないで

しょ。個人カードに入っている写真と現在来ている人の写真が照合され

ないと正しく認証されないんじゃないですか。 

 

山根市民課長 個人番号カードというのは東京にある地方公共団体情報システ

ム機構という全国の市町が委任をしたところが作ります。作成された個

人番号は住所地の市町村に届きます。その個人番号を１枚１枚チェック

します。大丈夫であればお客様のほうにあなたの個人番号カードが届き

ました。これこれ持ってきてくださいという通知を出して、御本人がい

ろんな物を持ってきて来られます。その御本人であるということを、先

ほども申したとおり同一性の確認ということなので、目の前の御本人の

顔はウェブカメラで取り込んでパソコンに入れます。それからこちらが

お渡ししようとするカードはこちらにありますので、それはカードを読

み込むカードリーダーライターみたいなものに載せて、それをまたパソ

コンに取り込む。だから個人番号カードとして別仕立てのパソコンはあ
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りますけど、統合端末といってありますけど、これは全くつながってお

りませんで、あくまでも渡そうとする個人番号カードの写真が目の前の

御本人であることだけを照合する、画像照合だけの機能ですので、ネッ

トにも何もつながりません。そして使用後すぐに消去ということになり

ますので残りません。 

 

下瀬俊夫委員長 ということで小野さんが午前中にやりおった質問になってく

るわけですよ。いいですか今の件で。 

 

矢田松夫副委員長 ということは１回行けばいいということですかね。２回も

３回も行くことはないということですよね。 

 

山根市民課長 きちんと持って来ていただくものがそろっていれば１回で済む

はずです。 

 

岩本信子委員 暗証番号はどのような形で使われるんですか。私は顔を見ると

きに暗証番号が要るのかなと思ったんですけど。顔も消去されるんだっ

たら、一旦取り込まれたら。暗証番号はいつ、どのような形で使われる

んですか。 

 

山根市民課長 個人番号カードを持ち込まれるときに、その説明書きもカラー

ページの７ページにあるんですけど、暗証番号は電子申請を御利用にな

る方については６桁から１６桁うんぬんとありますし、利用者証明など

でしたら数字４桁ということで、最大４種類、最低でも２種類という電

子証明を使われる方については必要ですよということになっております。 

 

矢田松夫副委員長 先ほどの事務の行くところは本庁の市民課と総合事務所の

市民窓口課、どちらに行ったらいいんですかね。例えば今回通知カード

は指定されているわけですよね。あなたは山陽総合事務所に来なさいよ

と。今回どうなんですかね。どちらに行ってもいいんですか。 

 

山根市民課長 個人番号カードはでき上がったら市町村に届きますけれども、

この交付事務が行えるところは市民課と市民窓口課の２か所にしか機械

がございませんので、山陽地区の個人番号カードは市民窓口課に直接届

きますし、小野田地区の個人番号カードは市民課に直接届きます。 

 

岩本信子委員 先ほど写真は消去されると言われたんですけど、再発行する場
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合ですね。カードがなくなって、条例のときやりましたよね。カードを

持ってこられれば無料なんだけど、カードがなくなればまた新しく再発

行、手数料を取られるということだったと思うんですけど。再発行の場

合はまた一から結局写真を撮って、そして全部やるということになるん

ですか。 

 

山根市民課長 再発行の場合も、まずは市民課にお申し出いただきまして、市

民課または市民窓口課でも大丈夫です。申し出を受けまして、免許証等

で本人さんであるかを確認させてもらった後に統合端末から交付申請書

を出します。その交付申請書にはその方であるＩＤも記入されておりま

すし、それに写真を貼って東京のＪＳに、地方公共団体情報システム機

構にお申し込みになられて、後は手順は同じです。 

 

下瀬俊夫委員長 顔認証、市民課のほうは基本的に全部正職員がやるというこ

となんですが、総合窓口の場合は担当は正規の職員がやるんですか。 

 

山根市民課長 市民窓口課のことをおっしゃっているんでしょうか。 

 

下瀬俊夫委員長 いいえ、総合事務所。 

 

山根市民課長 はっきりしたことはまだ確認はしておりませんけれども、当然

に正規の職員がすることと認識はしております。 

 

下瀬俊夫委員長 そうすると総合窓口の中のセキュリティ問題も出てくるわけ

ですよね。担当が違うというだけではなしに、あそこは臨時職員との混

在になっているわけですよね。そこら辺で部内でのセキュリティという

のはきちんとできているような仕組みになるんですか。分からなければ

分からなくてもいいです。 

 

山根市民課長 分かりません。 

 

下瀬俊夫委員長 分かりました。ほかに。いいですか。これは今月中くらいに

は導入するんですね。 

 

山根市民課長 その予定となっております。 

 

下瀬俊夫委員長 １月１日から稼動するんですね。 



46 

 

 

山根市民課長 納入が年度内をめどでございまして、新年度に入ってからセッ

トアップとか情報管理課の、失礼しました。新年になって情報管理課と

も連携してと言いますか、あちらの都合に合わせてセットアップ等して

からになります。 

 

下瀬俊夫委員長 新年はずれ込んでいくという可能性があるわけですね。稼動

するのは。 

 

山根市民課長 その予定です。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。以上で市民課のほうは終わりたいと思います。

それでは議案の審議に入りたいと思います。議案第１０４号山陽小野田

市斎場条例の一部を改正する条例の制定について、執行の説明を求めた

いと思います。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 それでは、議案第１０４号山陽小野田市斎

場条例の一部を改正する条例の制定について、御説明申し上げます。ま

ず、議案の裏面の新旧対照表を御覧いただきたいと思います。今回の改

正は、山陽小野田市民以外の方が斎場を使用する時の使用料を改正する

もので、別表の「その他」欄になりますが、１２歳以上を１万円から３

万円に、１２歳未満を７，０００円から２万１，０００円に、死産児を

５，０００円から１万５，０００円に、胞衣又は身体の一部を２，００

０円から６，０００円に改正するものです。次に算出の根拠について、

参考資料で御説明いたします。まず表のほうですが、ここでは過去５年

間の火葬件数の推移と斎場管理運営費の推移を示しています。次に裏面

の算出根拠ですが、この過去５年間の１２歳未満の件数と死産児の件数、

そして胞衣又は身体の一部の件数に一定の係数を掛けまして１２歳以上

と合わせています。それを合計しますと、過去５年間の総火葬件数は４，

７２２．８人となります。そして、５年間の管理運営費の合計をこの総

件数で割り、1 体当たりの火葬に伴う経費を算出しています。その結果、

１体当たりの経費は、約３万円ということになります。また、このペー

ジの下に他市の市外使用者の料金を示しています。今説明しました、算

出結果と、この他市の状況を比較検討し、今回市外の方の斎場使用料を

改正するものです。次に参考データとして、１２歳以上の市外の方の斎

場の利用状況を示していますが、最近は１００件を超え、率としまして

も十数％に達しています。市外の方にも親族を弔うという火葬ですので、
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低料金としていましたが、余りにも件数が増加しますと斎場の経費、ま

た施設の維持管理費も増加してまいります。これらのことにより、今回

改正させていただくものです。御審議のほどよろしくお願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 説明がありました。これは民福の火葬場に対する提言の中に

も若干含まれておりまして、それを踏まえた提案になっているんだろう

と思います。皆さんからの御意見がありましたら。 

 

吉永美子委員 この近隣市とのアンバランスについては求めてきたほうなので、

この点についてはそうするべきと思っておりますけれど、ちょっと聞き

たいところがあって、資料をいただいた分の裏のほうで、１２歳以上を

１として１２歳未満０．７、死産児が０．５、胞衣等が０．２というこ

とで、こういう計算になったという根拠が何かありますか。 

 

木村環境課課長補佐 １２歳以上の火葬件数にそろえるということで、今この

１と０．７、０．５、０．２という数字を使わせていただいたのは、現

行の金額を見ていただきますと分かるかと思いますが、現行は市外料金

大人１万円。参考資料の下のほうになります。それと子供が７，０００

円。胎児が５，０００円。そして胞衣等が２，０００円ということで、

合併のときに既にこの率でいっております。遠い昔まで遡ってというこ

とであれば、ちょっとそこまでは調べておりませんが、通常考えられる

のが大人１に対して子供が大体７０％ぐらいの体重とか体型とかいう形

でございます。それではじいている数字と理解していただいて、それで

全てを１２歳以上の数字にそろえているという形でございます。 

 

吉永美子委員 分かりました。もう１点ですが、市外の人数が確かに増えてお

ります。この割合はかなり宇部市、なかんずく楠の地域の方なのかなと

思うんですけど、楠の地域の方々にとっては少し申し訳ない気がしない

わけではない。一部事務組合でもやっていましたし、申し訳ないかなと

いう気がしますが、どうしてもこれは行政の問題で仕方がないと思いま

す。市外の中で宇部市の占める割合が分かればお知らせください。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 宇部市が占める割合がほぼ１００％に近い

という状況です。 

 

下瀬俊夫委員長 楠の関係は分かりますか。 
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佐久間市民生活部次長兼環境課長 宇部市の中で楠だけというのは集計してお

りません。 

 

下瀬俊夫委員長 だけど山陽側は大体そうでしょ。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 山陽側はそうですけど、現在集計そのもの

は行っていないということです。 

 

下瀬俊夫委員長 山陽と小野田の集計は行っていないということですか。 

 

木村環境課課長補佐 詳細なものという集計はしていないということでありま

して、例えば手元に２２年度ぐらいからあるんですが、山陽斎場の大人、

子供、死産児とかをまとめたものがあるんですが、その中だけでいきま

すと、山陽斎場のほうの市外に相当する件数は大体２３年度から２６年

度ぐらいまで、山陽のほうの総使用率の中から市外率を出しますと、大

体１２％から１５％ぐらいを推移しているという形でございます。正確

な数までということになると、ないわけではないんですが、ほとんどが

山陽側の市外は確かに御指摘のとおり楠町側のほうではないかなという

ふうには思います。 

 

岩本信子委員 これを見ますと、よそから比べるとうちの市外料金が断トツに

安かったわけなんですよね。安いからだんだんだんだん増えてきたとは

考えられない、ただ利便性とかそういう部分で市外の方が使われるのか

なと思うんですけど、その辺の理由と言いましょうか、安いからこちら

のほうを使っている。それとも利便性が小野田のほうがあるから使われ

ているとか、そういうふうなところのことは把握されていませんか。ど

うですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 市境にある関係で利便性のほうが優先され

ていると思います。宇部市民の方が川上にある白石斎場で火葬されれば

５，０００円です。山陽小野田に来れば今１万円掛かっているわけです

ので、金額だけで言えば地元の宇部で火葬されたほうが安いということ

になります。だから市境に両斎場がありますので、その利便性のほうが

優先しているんじゃないかと推測します。 

 

岩本信子委員 でしたら、利便性が優先されていたら、結局これだけの人がず

っと、例えば１万円が３万円になっても、これだけ市外の人が使われる
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という予測ですか。そういうことはできるんですかね。３万円になるか

ら使う人が少なくなるという予測はないということですよね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 利便性のほうが優位ということで３万円に

なっても来られる方もあるでしょうし、そうじゃなくて白石のほうに行

こうという方もあると思います。推定ですが１割程度ぐらいは減るんじ

ゃないだろうかと思っています。 

 

下瀬俊夫委員長 なければ若干お聞きしたいんですが、山陽は特に昔から共立

斎場だったんですよね。共立斎場を解散するときにどのような解散の仕

方をしたのか。楠側に一定の分配金か何かを出されたのかどうか、それ

が分かれば。 

 

木村環境課課長補佐 今の御指摘の厚狭郡共立斎場組合については、平成１６

年１０月末をもって解散ということで、山陽小野田市との合併より一足

先に楠町さんが宇部市さんと合併になる少しの間だけなんですが旧山陽

町が単独で運営をするという形になった次第であります。当時の調べま

すと、両組合並びに両町議会のほうに、その財産処分に関する協定書と

いうのが議案で提出されておりまして、そのときに単独で残る山陽町の

ほうが建物、土地を引き継ぐということで決定されております。また、

御指摘の財産処分についてなんですが、その時点で建物、土地の評価額、

それと火葬炉改修などで当時ちょっと借りていた債務もあったようで、

当時の山陽町と楠町の人口割で按分をして、楠町へ帰属する額を定めて、

一応清算がされているということだけは確認をしております。 

 

下瀬俊夫委員長 それは現金か何かで渡されているんですか。 

 

木村環境課課長補佐 そうですね。一応そのような形になっております。 

 

下瀬俊夫委員長 解散の時点で、そういう基本的な処理は終わって、後は後腐

れのないような状況になっていたということですね。 

 

木村環境課課長補佐 そうですね。一応それまで利用されてきた方々とか、こ

れから利用をしたいという楠町の方々のお気持ちも察するところはある

んですが、一応こういった理由もありますので、その解散時点で一応の

市内と市外の線引きをさせていただいたような形にはなったのかなとい

うふうに考えております。 
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下瀬俊夫委員長 言われるように長い間共立で楠側も一緒になって山陽斎場は

使っていたという経過があるわけで、先ほど吉永議員も言われたように

心情的に楠側の利用者について、一概に３万円というのはいかがなもの

かという気持ちもあるわけですよね。もう一つはあのそばに扶老会の病

院があって、この施設に山陽の方がかなり入っておられるわけですね。

そうすると住所を移して行った場合は宇部市民になってしまっている。

そういう方も３万円になってしまうわけですよね。ここら辺の矛盾も若

干出てくるんじゃないかなと思うんです。例えば宇部の市民が小野田側

の施設に入った場合にという話も若干あったんですが、それは同じこと

なんですよね。宇部の市民が白石斎場を使ったら安いんだけど、小野田

に変わって小野田の斎場を使ったら同じなんですよね。同じ安い料金。

小野田から宇部の白石に行くことはまずありませんから、だから基本的

に山陽側で、特に斎場のそばにある扶老会だからね、白石に行くことは

まずないんですね。山陽を使うんですよ。そうすると一気に市外料金が

３倍になる。あるいはもともと市民だったので、それが３０倍ぐらいに

なるわけですよね。ちょっとそこら辺が若干矛盾が僕はあるという気が

しないことはないんです。１，０００円ですからね。そこら辺について

は何か検討はされたんですか。政策的な検討というのは。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 いわゆるこういう公共的な料金とか税率と

か、どこかで改正を行ったときにはどうしても恩恵を受ける、受けない

というラインが出てくると思います。今回市外の方の料金を上げたとい

うことで、楠側、そして扶老会という話ですが、この４月１日施行とい

うことで、基本的には住所要件で火葬料金の市外を適用するわけですの

で、条例上、そういう方については申し訳ないですけど市外料金でいた

だくということになります。それで合併１０年たちまして、その辺もい

ろいろ個別にいろんな条件はあろうとは思うんですが、どうしてもここ

で線を引かざるを得ないというのが正直なところであります。 

 

岩本信子委員 結局斎場の料金を支払う債務者ですよね。それは喪主ですよね。

だから死んだ人が払うということでは。死んだ人のいらっしゃった住所

の人が払うようになるんですか。それとも喪主が払うんでしょ。債務者

ということになるんだから。だから例えば楠町に山陽町の人がいらっし

ゃったら、その人たちは、例えば喪主が小野田の市内の人だったら市内

料金でいくというんじゃないんですか。それは全然関係ないんですか。

ちょっとその辺私の認識不足かも。 
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下瀬俊夫委員長 火葬する人の話だから関係ないでしょ。喪主がどうでも関係

ないです。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 亡くなられた方の住所要件です。それで市

内、市外を判断するということです。 

 

下瀬俊夫委員長 市外の人を火葬するわけだから、当然そうなるでしょ。今の

話は特養とか養護施設に入ったときに住所を移さなくてはいけないとい

う人が要るわけですよ。特に扶老会の場合はそういう方が多いので、だ

から若干矛盾が出てくる可能性があるわけですよね。実際払うのは生き

ている人が払うから当たり前のことだけど。そういう意味での矛盾は確

かにあります。線引きはしませんという話だけど、いやいや明確な線引

きは住民票の線引きですという話なんですけどね。そういう矛盾という

のは絶対僕は出てくると思うし、特に扶老会の場合は斎場のそばに住ん

でいるという事態だけで出てくる話ですから、白石を使うことはまずな

いと思うんですよね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 言われる意味は良く分かります。かといっ

てそれを特例というか、そういう扱いでやるということになりますと、

介護施設は扶老会だけではありませんので、山陽の方でも宇部の厚南の

ほうに行っている方もおられるかも分かりませんし、いろんな状況があ

りますので、特例ということは設けなくて、線引きを亡くなられた方の

住所要件で、大変申し訳ないんですが、いきたいと考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 今の例はおかしいでしょう。山陽の人が厚南の病院に入ろう

がどこに入ろうが葬儀は山陽でやるでしょう。問題は住所の問題なんで

すよ。扶老会に入る場合は住所は変えるんですよ、普通は。宇部に移す

んです。結局そこが終の棲家になっちゃうんですよ。だけど病院に入っ

たからといって病院が終の棲家になることはないからね。特殊な例かも

しれないけれど、山陽にいた人が扶老会に入る確率が大きいからね。だ

からそういう問題が出てくるわけです。だから山陽小野田市民が宇部の

病院に入ったからといって基本的に関係ないです。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 住所要件について特例を設けるという想定

は全くしていないのが現状です。直接関係ないのかもしれないですが、

人生長い間、自分が喪主になって葬儀を出すということは人生で１回か
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２回だろうと思います。そういう長い年月の中で、たまたま山陽の方が

扶老会に入っておられて、そういう形で市外扱いということになってし

まうんですけど、通常頻繁に使う公共施設の料金に比べれば一生の中で

１回、それも通常であれば自分の親を弔うという状況の中ですので、そ

こで１，０００円と３万円という差が出てきますけれども、その辺は親

族、遺族の中で十分、親なりの葬儀を出す、弔うという気持ちの中で何

とか御理解をいただきたいと思います。通常の公共施設とちょっと違い

ますので、利用回数も少ない分もありますので、それほど御負担になる

ことでもないかなというふうに思っています。そういうことで特例を設

けないということの御理解をいただければと思っています。 

 

下瀬俊夫委員長 矛盾があるというのはね、結局扶老会に入られる方は高齢に

なって入られるわけですよ。ということは高齢になるまでの間、山陽小

野田市民として頑張ってこられたわけでしょ。それがたまたま介護が必

要だということで扶老会に入られるという方がおられるわけですよね。

そうすると市外の者として火葬料金が高くなるというね、そういう気持

ちというのは僕はあると思うんです。そういう点での特例措置というの

は設けないかどうなのかという話なんです。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 何度も申し上げているのですが、要するに

特例措置を設けないということでいくというお願いでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 設けることについては何か異論と言うか違法な措置なんです

か。例えば市長が認めた場合とかは条例上あり得ないのかね。 

 

小野市民生活部長 非常に議論として何て言ったらいいのか分からないですが、

基本的に行政サービスというのは市区町村、すなわち行政区域で決まっ

ているわけですよね。ですから１日でもそちらに移されれば、今まで９

９年小野田におったけれども１日ちょっと宇部に行って住所を移したか

ら、いや私は９９年小野田におったんですから小野田と宇部はというよ

うな感情論を言われても、ある程度は宇部に行政区域を移されたら宇部

で行政サービスを受けられるわけですから、それはそれでちゃんと割り

切っていただかないと、かつてこうだったからこうだというような議論

というのは非常に我々としてはなじまないのではないのかなと思ってい

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 そんな議論なんかね。特養何かは基本的に住所を移すでしょ。
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だから宇部市民だというふうになるわけね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 いずれにしてもどこかで線を引けば、その

恩恵から漏れる方もいれば、そうでない方もあると思います。どうして

も線を引くということになれば住所要件で線を引かない以上、個別に全

てを対応していくことは難しいということです。 

 

下瀬俊夫委員長 この場合にそうでない事例を言ってください。どんな事例が

あるんですか。あるわけないじゃないですか、そんなものは。僕の言っ

ている事例以外ないですよ。得する事例があるんだったら言ってくださ

い。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 委員長が言われるのは厚狭の方が扶老会に

近いから入って、そこで亡くなられたと。実家は厚狭にあるという場合。

そういう場合、もう住所を移しているけど特例で市民扱いで葬儀ができ

ないかということですかね。 

 

下瀬俊夫委員長 そうですね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 逆に言えば、扶老会だけでなく、厚狭の方

が厚南のほうの特養に入られるとしたら、それもですよ。扶老会を言わ

れますけど、いろんな事情、部長も言われましたけど、宇部の方が小野

田に入られることもあるでしょうし、いろんな事例があると思います。

それを全て特例扱いで個別の状況でそういうことはしないで、最終的に

住んでおられる住民票のあるところで、申し訳ないけど、そこで線を引

かせていただきたいということです。 

 

下瀬俊夫委員長 宇部の方が小野田のどこかの施設に入って火葬する場合は小

野田に行けばいいんですよ。その場合は小野田の市民として安い料金で

受けられるんです。そんなことを言っているわけではないんです。扶老

会が白石に行くわけないじゃないかと言っているんですよ。必ず山陽に

行くんですよ。あそこだったら。だから言っているんです。だから何か

得するという話があったけど、今の話は損するばっかりやね。何か得す

る話があるんですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 一般論で物事を改正したときには、その恩

恵を被る人と被らない人がいる。その線を引いたところで出るという話
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をしているだけです。その一つの例として３月３１日までに火葬された

市外の方は１万円ですけど、４月１日以降に火葬されたら、１日違いで

も３万円になる方もあります。それは委員長の言われる扶老会の方との

議論とは別の話ですけど、どうしてもどこかで線を引くとそういうこと

になりますし、市内、市外の区別は最終的に亡くなられた方の住所要件

でいくというのが執行部のこれまでのスタンスですし、ほかの行政サー

ビスを見ても、一部特例のあるサービスもあるかも分かりませんが、通

常そういうことで区別をして、判断していくということになります。 

 

下瀬俊夫委員長 自宅等が市内にあっても、住所を移さなくてはいけないとい

う場合があるわけよね。そういう場合でも同じ扱いだということですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 何度も言っているんですけど、最終的に住

所要件で決定をさせていただくということですので、特殊な例はあると

は思いますけど、その辺は御理解をいただくしかないということであり

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 なかなか難しいね。ほかにありますか。それでは議案第１０

４号山陽小野田市斎場条例の一部を改正する条例の制定について討論の

ある方。（「なし」と呼ぶ者あり）いいですか。それでは１０４号につい

て賛成の議員の挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致。ここで入れ替える。（何事か発言する者あり）何で

すか。 

 

岩本信子委員 ごみ処理の。 

 

下瀬俊夫委員長 それは議案とは関係ないから。協議会でやるべきじゃないか。

どうする。 

 

岩本信子委員 一般会計のほうの補正に上がっていた、私が本会議場で質問し

たんです。何でかというと新しくごみ処理場ができたのに変わってない

というか、（「一般会計の議案」と呼ぶ者あり）所管事務だと私は思った

もんですから。（「一般会計の議案審査が優先」と呼ぶ者あり）議案で審

査するんじゃなくて、答えを聞いて、（「事前審査に当たる」と呼ぶ者あ
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り）新しく議題を変えまして。 

 

下瀬俊夫委員長 議題って何か。 

 

岩本信子委員 そういう議題は全然なしで、私が今からちょっと審査してほし

いということを言いたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 ちょっと待って。とりあえずそれは予定していないんじゃ。

本来であれば協議会か何かに切り替えてやるんだけど、今日はちょっと

その予定がないんじゃ。審査日程にないので、もしやるんだったら、こ

こで改めて１６日に協議会があるので、そのときやるかどうかを議論い

ただきたいと思います。執行部は関係ない。以上でこの議案審査を終わ

ります。若干休憩を取ります。２０分まで休憩ということで、協議会に

切り替えます。 

 

 

午後２時 ７分 休憩 

 

午後２時２０分 再開 

 

 

下瀬俊夫委員長 議案第１０９号山陽小野田市障害者支援施設等の指定管理者

の指定についての審議に入りたいと思います。では執行から説明を求め

たいと思います。 

 

兼本障害福祉課長 それでは議案第１０９号山陽小野田市障害者支援施設等の

指定管理者の指定について御説明申し上げます。現在市が条例設置して

おります指定障害者支援施設みつば園、指定障害者福祉サービス事業所

まつば園及びのぞみ園、心身障害児簡易通園施設なるみ園の４園につい

ては指定管理協定に基づき管理運営をしております。この指定管理期間

が平成２８年３月３１日をもって満了するため、新たに平成２８年４月

１日から平成３３年３月３１日までを指定期間として、社会福祉法人山

陽小野田市社会福祉事業団を指定管理者として指定するため、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものでござい

ます。それでは本日お手元にお配りしております資料により、本議案上

程までの経緯について簡単に説明をしたいと思いますのでよろしくお願

いします。資料のほうはございますでしょうか。 
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大坪障害福祉課障害福祉係長 本日お配りしております資料「障害者支援施設

等指定管理者ついて」を説明させていただきます。それでは、１枚ペー

ジめくっていただきまして、１ページ目の資料１を御覧ください。こち

らは、山陽小野田市障害者支援施設等指定管理者選定委員会の審査集計

表です。平成２７年１０月１日から１０月２８日までの期間で指定管理

者を募集しましたところ、１団体、社会福祉法人山陽小野田市社会福祉

事業団から応募がありました。審査員につきましては、山陽小野田市指

定管理者選定委員会規程に従い、総務部長、総合政策部長、健康福祉部

次長の計３名と、あわせて公募による審査員を平成２７年１０月１日か

ら１０月１５日までの期間で募集しましたが、応募者がいなかったため、

学識経験者として小野田商工会議所及び山陽商工会議所から各１名ずつ

選出していただき、合計５名で審査いたしました。選定委員会において、

申請書類の審査、申請者からのプレゼンテーション及び質疑応答を経て

採点を行い、５名の審査員の合計点の平均は、１ページの右下に記載し

ておりますとおり、５０点満点中の３９点で、指定管理者として適格か

どうかの判断基準となる２５点を上回る結果となり、指定管理者の候補

者として決定いたしました。続きまして２ページから２０ページまでの

資料２は、指定管理者の募集要項についてです。こちらは募集時に障害

福祉課等の窓口に設置するとともに、市のホームページに掲載しました。 

主な点を説明させていただきます。それでは６ページの中段（６）施設

の利用状況（平成２６年度実績）の表を御覧ください。各園の定員及び

平成２６年度末での利用者数は、みつば園が定員４０人に対して利用者

４０人、まつば園が定員４０人に対して利用者４１人、のぞみ園が定員

２０人に対して利用者１８人、なるみ園が定員１０人に対して利用者２

１人という利用者実績となっています。続きまして７ページをお開きい

ただき、中段やや下の５指定管理者の業務等を御覧ください。こちらに

は各園の業務内容が記載されていますので、簡単に説明させていただき

ます。（１）のみつば園は、障害者の方の介護や日常生活上の支援などを

２４時間体制で提供する入所施設です。（２）のまつば園は、障害者の方

を一般就労に結びつけるための支援や、一般就労に結びつかなかった障

害者の方に生産活動の場を提供する日中の通所施設です。（３）ののぞみ

園は、障害者の方の介護や日常生活上の支援などを提供します。こちら

は一部みつば園と同様の障害福祉サービスとなりますが、みつば園とは

異なり、２４時間体制の入所施設ではなく、日中の通所施設となります。

（４）のなるみ園は、障害をお持ちの未就学の児童に対して、個々の特

性に応じた療育指導を実施する日中の通所施設です。続いて８ページを
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お開きください。上から４行目の６指定の期間についてですが、施設の

使用許可及び維持管理に関する業務が主たる施設についてはおおむね３

年、それに加え事業の企画及び実施に関する業務を行い、業務内容に一

定の専門性が認められ、人材の育成確保に時間を要する施設については

おおむね５年を指定期間とすることから、障害者支援施設につきまして

は、業務内容に一定の専門性を有するものでありますので、平成２８年

４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間を指定期間としていま

す。続いて８ページの下から５行目から始まります８指定管理料及び利

用料等を御覧ください。９ページに移っていただきまして、上段の表に

ありますように、各園の指定管理料の上限額を記載しております。こち

らは機械警備や設備の保守委託料など、施設管理に必要な経費を積算し

算出しております。みつば園、まつば園、のぞみ園の３園につきまして

は、障害者総合支援法の規定による法定施設としての指定を受けており

ますので、提供する障害福祉サービスに対する報酬を人件費等に充てる

こととしております。続いて１３ページから１６ページは施設の配置図

となっています。さらに、１７ページから１９ページは申請書類として

指定管理者指定申請書と事業計画書の様式です。募集要項の最終ページ

となります２０ページは募集に関する質問票です。質問票の提出につい

ては、ございませんでした。続きまして２１ページから３１ページまで

が、資料３管理業務仕様書となります。こちらは資料２の募集要項の添

付資料として募集時に提示したものです。内容は開園時間や休園日など

の管理運営に関する事項や施設設備の維持管理や利用者対応といった具

体的な業務内容などともに、各園に設置しております備品に関する事項

と市と指定管理者とのリスク分担表を記載しています。３２ページから

４３ページに記載の資料４は、みつば園等４園の平成２６年度における

指定管理者評価表です。こちらは４園の指定管理者であります社会福祉

法人山陽小野田市社会福祉事業団の平成２６年度の管理運営状況につい

て市がモニタリングを行い、業務評価したものです。評価点につきまし

ては、３３ページを御覧ください。右下に記載していますように、みつ

ば園は９６点、まつば園は３６ページの右下に記載のように９４点、の

ぞみ園は３９ページの右下に記載のように９０点、なるみ園は４２ペー

ジの右下に記載のように９６点となっています。各審査項目について、

評価点が低い項目につきましては、指定管理者に改善するように指導を

行っております。以上で資料の説明を終わらせていただきます。御審査

をよろしくお願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 説明が終わりましたので、委員からの質疑を受けたいと思い
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ます。 

 

矢田松夫副委員長 新年度ですが、前年度の指定管理料からいくと随分減って

いる、全体的に減っているんですよね。この金額の減ったのは利用者が

少なくなったのか、もしくは運営費を節約したのか、その２点ですね。 

 

兼本障害福祉課長 この度の指定管理料の算出に関しましては、まず障害者施

設の大人のほうに関しましては、みつば園に関しましては去年に比べて

３６万８，５８９円増になっております。この理由として、このみつば

園、まつば園、のぞみ園は法定施設でありますので、園の管理運営費の

みを算出しておりますので、みつば園について前回は物品の備品のリー

ス料が少なかったんですけど、この度の更新では前回に比べて、例えば

立体炊飯器でありますとか、電話機が故障しまして、それを新しくリー

スしましたりとか、そういったものの経費がプラスされまして、１年間

で３６万８，５８９円の増になっております。まつば園は９，０７４円

減になっておりますけれども、これも算定が機械警備、消防設備点検、

修繕料が３０万、基本的な維持管理経費だけですので、９，０７４円と

いうのは微調整でございます。それから、のぞみ園に関しましては４５

万６，９５２円ほど減になっておりますけれども、これも管理経費の増

減によるものでございます。実際の定員が減ったでありますとかサービ

スが低下したとかそういうものではございません。 

 

河口こども福祉課主幹 なるみ園について御説明いたします。５年間の指定管

理料から言いますと２３から２７年度、それから２８から３２年度につ

きましては７４６万１，０００円の増というふうになっております。単

純に２７年度と２８年度の指定管理料を比較した場合は４４万５，００

０円の増額となっております。この原因は、基本的には職員１人増とい

うことが主な原因でございます。 

 

吉永美子委員 対象施設が４施設ですけど、この４施設全てをまとめて指定管

理に出すことのメリット。もし万が一デメリットがあればお知らせくだ

さい。 

 

兼本障害福祉課長 まずはこの４園を一括で公募する理由を御説明したいと思

います。この４園は障害者の方が暮らす場所、通いながら就労移行を目

指す場所、生活介護を受ける場所、心身障害児の未就学児の生活訓練の

場所であります。この施設について市では障害児から障害者までを一貫



59 

 

した事業を昔から行っております。そのために、この４園を条例設置し

ております。指定管理者の選定に当たりまして、例えば経営不振による

業務停止でありますとか、事業者の辞退、しいては休館に陥るという事

態は絶対避けねばならないと考えております。４園を一括してすること

で流動的な人事配置でありますとか、安定した経営を確保して入所者が

安心して過ごせる環境を整えることが一番だというふうに考えておりま

すので、４園を一括公募といたしました。デメリットとして考えられる

のは、ここ近年地方分権が進みまして、民でできることは民でとか、官

でできることは官でというふうな方向性がある中で、この４園の一部分

の業務については民間の事業者さんが出てきておられます。まだ全部で

はありませんけれども、その辺りで、そういったサービスの競争を考え

るに当たっては少しデメリットもあるのかなと。ただ安定的な運営を考

える上ではメリットのほうが大きいのではないかなというふうに考えて

おります。 

 

石田清廉委員 指定管理者制度の基本的な部分になるかも分かりませんが、今

の施設については特に専門性を有するという説明がございました。しか

も５年間ですね。この期限が来て公募する場合の公募の意義が余りよく

分からないんですよね。ほとんど継続して１社とずっと継続してきてい

ますので、公募時の業務評価とか業務仕様書の周知とか、そういったこ

とが本当にどの程度徹底されているのかよく分からない。言わば継続的

にやっていらっしゃるので、その辺は大丈夫だろうというような、そう

いうものがあってはならないと思いますけれども、もう一方では、この

指定管理制度がある一定の企業のアウトソーシングにつながって、公募

の公平性が本当にできているかどうかというのは疑問なんですが、その

辺りは今後も、将来もこのやり方しかないということでしょうか。 

 

兼本障害福祉課長 先ほどデメリットのところでお話したと思うんですけれど

も、この障害者施設が山陽小野田市の場合、事業団によって管理委託制

度を導入しましたのが昭和６０年でございます。その当時は法体系がこ

の障害者対策は市が行うものということで、民間の参入は全然ございま

せんでした。それが平成１５年から指定管理者制度ができたときから、

原則市の設置する障害者施設は、社会福祉施設は事業団が管理委託をす

るというふうな原則はございましたけれども、その後平成１５年が過ぎ

て平成２２年ぐらいですかね。やはり国のほうから通達も出ておりまし

て、競走させるというような案も出ておりますので、今後ずっとこの形

でやるとは考えておりません。 
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石田清廉委員 公募する際にどうしても実績、経験が非常に大きなポイントに

なるわけで、当然応募する人も今までの実績で出されますから、自動的

に１社に絞られてしまうんですが、公募の際、先ほど業務内容等をイン

ターネット等でということでしたが、もう少し業務内容等の仕様書、作

業の仕様書等について周知度を高めれば、もう少し公募の範囲が広がる

んじゃないかなという気もしますが、その辺りはどのようにお考えでし

ょうか。 

 

兼本障害福祉課長 周知についてはホームページと広報というのが市の手法の

主なものでございます。御指摘のとおり多くの方に知ってもらって、各

事業者さんに直接的な投げ掛けは今回行っておりませんので、今後はそ

ういうことにも努めていきたいと考えます。 

 

岩本信子委員 指定管理者の評価、３２ページからのところをお伺いしたいん

ですけれど、この評価というのはそもそもまずどこがされたのですか。

評価が３点とか１点とか書いてあるんですけれど。どなたが主体となっ

て。 

 

兼本障害福祉課長 この評価表自体の作成については総合政策部のほうで作成

しております。指定管理が全庁に及ぶところから各課がモニタリングシ

ートを作るというのは適当でないと考えますので、この点については総

合政策部のほうで作成しております。内容のモニタリングにつきまして

は実際に現場を見る私たちでなければ分かりませんので、この項目に従

って、例えば障害福祉課で言えば課長と係長、それと指定管理者であり

ます事業団の常務理事、現場の園長さんとかと同席しまして、モニタリ

ングを行っております。このシートプラスいろんな帳簿とかも見せても

らっています。 

 

岩本信子委員 管理運営という結局予算をどのように使ったかとか、そういう

ことは企画課で評価されていると言われたのかな。私がここで気になっ

たのはアンケートというところなんです。これを見ますとみつば園だけ

はアンケートが実施されておりますが、ほかのところは一切されており

ません。それで利用者の方のアンケートだと思うんですけど、その点は

未実施と書いてあるんですけど、それがあってから、やはり指定管理者

の評価じゃないかと思うんですが、その点はどうお考えですか。 
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兼本障害福祉課長 昨年度分をモニタリングいたしまして、確かに御指摘のと

おり利用者さんのニーズ調査が不足しているというふうに感じました。

来年度からはその点について改善を求めております。 

 

岩本信子委員 ぜひお願いしたいと思います。やはり一番大事なのは管理運営

よりも利用者の方が本当にこれで満足されているかどうかのところが、

これを見る限り全然私もつかめないんですよ。だからぜひその点を私ど

もに分かるようにしていただけたらいいなと思います。それとあと一つ

思いましたのがなるみ園です。定員１０人が今２１人ということになっ

ていますよね。今実際の利用人数が。定員１０人に対し２１人。それに

対する人員配置を見たら、変わっていないと言いましょうか、増えてい

ないんですよ。その辺がやはり定員というか利用者が増えれば、その辺

が少し変わってこないとサービスが落ちてくるんじゃないかと思うんで

すけど、そういうことはどうお考えですか。なるみ園のところです。 

 

河口こども福祉課主幹 今おっしゃられたとおりで、１０人の定員というのが

当初設定したときに１０人ぐらいであろうということで設定して、基本

的には皆さんからの要望等、本当に入れたい、お願いしたいという方が

いらっしゃればできるだけ受け入れていこうということで現在２１人程

度になっております。御指摘ありましたように職員の配置でございます

が、先ほど申し上げましたように５年前も１名増ということで話をさせ

ていただいていると思います。来年度から新たな指定管理に入りますが

これも職員を１名増員して６名体制で行うということになっております。

基本的に子供たちから目が離れないような形でということで、要望も保

護者の方からも出ておりますので、その辺をクリアできるように増員と

いう形でしております。 

 

岩本信子委員 私が一番気になるのが、先ほど言いましたように利用者の方々

の部分と、あともう一つ障害者計画がありますよね。あれは施設の計画

なのかなと思うんですけど、障害者の何とか計画というのがありますよ

ね。５年間ぐらい作るのが。計画がありますよね。障害者に対する。そ

れとここに書いてある障害者の施設との、きちっと計画の内容どおりに

この今の施設が動いているのかというところがちょっとどういうふうな

ところで見られるのかなと思うんです。その辺はどうですか。 

 

兼本障害福祉課長 議員さんがおっしゃるのは個人個人に計画相談というのを

作るわけです。それに関しては相談員が作りまして、本人も納得の上で
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家族等にも説明して、その計画どおりにいろんな支援が始まるんですけ

れど、これにつきましては半年に１回モニタリングという制度が別にご

ざいます。だから障害者の方の今のサービスが適当であるか、適切であ

るかというのは指定管理者のモニタリングとは別の場面で行われており

ます。そのモニタリングも全部市のほうに提出されますので、それを市

のほうで全てチェックをして、もしサービスの内容に変更があるような

場合は変更申請をしていただくというふうな形をとっております。 

 

吉永美子委員 指定管理者の評価表がありますが、この評価をしておられるの

はどういう方々でしたか。 

 

兼本障害福祉課長 一時的な評価は原課がやります。障害福祉施設であります

と私を中心にスタッフが行って、例えばなるみ園でございますとこども

福祉課が行います。このモニタリングの結果を、この様式を作ったのは

全庁的に同じような評価ができるということで企画課が作成しておりま

すけれども、全部の各課のモニタリングが終了した後に、もう一度企画

のほうで全体的なヒアリングが行われます。そういうふうな評価になっ

ております。 

 

吉永美子委員 要は最初に、指定管理を受けてもらうときの選定委員会があり

ますよね。特に学識経験者とか入っておられるわけで、そういう連動性

というか、そういうことは持てないんですか。こういうプレゼンが出た。

それを審査されて点数をつけた。次はどうなっているのというところの

チェックを最初にされた方々に次のチェックをしてもらうという連動性

は無理なんですかね。最初に指定管理で手を挙げました。指定管理させ

てください。じゃあどういうことですかということで審査項目でチェッ

クをしますよね。審査項目でチェックされたことが今度その評価したこ

とがこの現実に評価されたときに、要はこういうふうにプレゼンしてき

たからこそ評価したのに、現実やってみたらこういうところが低かった

とか、そういうことが見れるその最初の選定委員の中で少なくとも職員

は人事異動で変わられるから連動性は難しいかなと思ったんですけど、

学識経験者の方々というのはそういう連動性を持つのというのは無理な

んですかね。最初にせっかく評価されて、この団体でいいですよとして

いるわけだから、だから途中でこの団体で良かったのかなという評価を

できることは無理でしょうか。 

 

兼本障害福祉課長 ある意味第三者評価というふうなことと受け止めてよろし
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いでしょうか。それは可能だと思います。でも現実今は原課がモニタリ

ングをして評価をします。そしてその客観性を総合政策部のほうでもう

一回ヒアリングをしているという段階ですので、それをもう一歩進める

ということに関しましては今後の研究課題にさせていただきたいと思い

ます。 

 

矢田松夫副委員長 兼本課長にお尋ねするんですけど、今回一括したほうがメ

リットがあると言われたんですけど、本来なら複数の団体から、あるい

は事業団体から申請書が出されるというのが望ましいんですが、それは

済んだことですから、これ以降については検討していただきたいという

ことと同時に事業計画を出しなさいというふうにね。これが一番基本な

んですが、ちょっとお尋ねしたいんですが、今日の資料を見ても別表３

の事業計画というのはどこにあるんですかね。一番大事なところなんで

すがね。２から４に飛んでいるような気がするんですけどね。あります

かそっちに。 

 

兼本障害福祉課長 それぞれの候補者から出していただいた事業計画というの

はこの冊子１冊丸々あります。これが全部４園の事業計画あるいは提案

内容等が書かれたものです。その中から本日の委員会用の資料として１

部抜粋をして資料として提出をさせていただきました。 

 

矢田松夫副委員長 １８、１９ですよね。別表３というのが。事業計画書とい

うのが。これぐらいまとめて出せなかったんですかね。たくさんあるか

ら出せなかったということなんですかね。計画書。今ファイルいっぱい

になるからといって。ここが一番大事なところじゃないですかね。事業

計画書が。指定管理者制度を利用するとか申請するに当たって。この中

で利用者トラブルの防止とかですね。やっぱり市民団体とか利用者、住

民からの意見というのが一番大事なんですよね、この場合は。準公の施

設を民間のノウハウを導入するというのが指定管理者制度ですから。外

部からの意見が一番、あるいはそこに居る指導者、経営者よりは利用者

の声というのが、やっぱりそういう声に基づいて次にまた申請するのか

と。本当は複数年するのが大体間違いなんですよね。でもまた複数年す

るというのは問題なかったからでしょう。問題があるかないかというの

はここで審査するわけですから、問題があるかないかという資料がない

と審査できないでしょうと言うんですが、それでちょっとお尋ねしたん

ですがどうでしょうか。 
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兼本障害福祉課長 資料としてはお出しできます。この度の指定管理者の上程

が幾つかの課にまたがっておりまして、庁内で委員会に提出する資料の

協議をしたときにこのような資料で最終案がまとまったということです。 

 

矢田松夫副委員長 前回平成２３年度の指定管理者のときの資料が手元にある

んですけど、今回なかったからね。別に支障なければいいですけどね。

審査するに当たってはそういう資料も必要ではないかと思ったんですが。

今日の資料で事足りるという判断されているんですね。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。答えようがない。ほかにありますか。 

 

岩本信子委員 今出されている一つのところに全部出されたわけなんですが、

この中でなるみ園だけはちょっと違いますよね。４つの施設の中でなる

み園という園はちょっと違うというか、違うと思います。幼児対象で幼

児の心身障害者であるということで。ここがすごく大事なところでして、

結局まだ学校上がる前の子供たちのところで、本当にここにも評価され

る点とかいうのが、改善すべき点とか書いてあるんですけど、本当に相

談体制、例えば就学指導にしても、こういう子供たちに対してはそうい

う相談体制がしっかりとしていないといけないと思いますし、それから

職員の、ここのなるみ園さんの職員ですね。昔もいろいろ聞いたことが

あるんですけど、今ずんずんずんずん障害に対する社会的見方とか考え

方とかが随分変わってきております。それに対して研修、ここには一応

研修を受講させる向上的な姿勢がありとは書いてありますけど、どのぐ

らい研修に行って、どのようなぐらいのレベルが上がってきているか。

本当になるみ園は学校に上がる前の子供たちに対しての一番重要な部分

だから、私はここら辺を大事にしてほしい。そういうふうな評価が何も

これには出ていないんです。まずアンケートもされていないというのも

一つの問題はあるとは思うんですけど、親の相談体制とかどのぐらいあ

ったとかどういうふうなことだったとか就学指導をどうしたとか、それ

から職員の研修がどのぐらい行われているとか、ただ大きな評価だけで

ちょっとその点が見えてこないんですけど、障害課としてどうお考えで

すか。こういう評価の仕方に対して。さっきモニタリングというのがあ

ると言われたけど、それはどのようなモニタリングなのか私どもには見

えませんので、そういうことを調査されているのかどうか聞きたいと思

いますが、評価されているのか。 

 

河口こども福祉課主幹 今御指摘がありました研修会につきましても、モニタ
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リングというのはヒアリング、今の事業状況はどうですかとかこの事業

計画にのっとってやっておられますねとかいう話をするんですけども、

その中で何回行かれましたという話はすぐに出てこないので申し訳ない

んですけれども、お話をいろいろ聞く中では職員自ら、これが良いか悪

いかはあるのかもしれないですが、東京のほうに自分で自主的に研修に

行かれて、ペアレントトレーニングというのがすごく、親を指導してい

くというか、親にいろんなこういうときはこうするんですよ、こういう

ことがありますよとかいうことを特にお知らせをしたいという思いを持

っておられる今のなるみ園ですので、そういうふうな自主的に研修も行

かれて、それを親御さんたちに今現状もやられておりますし、それを職

員にも伝えていらっしゃるというのはモニタリングの中でお聞きしてお

ります。あと普通の研修にも当然行かれていらっしゃいますので、それ

を園内で教授するということで研修会を充実するという形をとっておら

れるということはモニタリングの中でお聞きしております。ですから、

なるみ園というのは、先ほど言われましたように子供さんが対象ですの

ですごくいろいろ工夫をしながら対応しておられるなというふうには感

じております。それからうちにあります言葉の教室というのも先生がこ

ちらに来られて、幼児部の先生がこちらに来られて週に１回ですけれど

も、そういう指導もされていらっしゃるという現状も聞いております。 

 

岩本信子委員 先ほど言いましたように相談体制なんかはどうなっていますか。 

 

河口こども福祉課主幹 基本的に相談体制もそういうふうな親御さんとのペア

レントトレーニングとかということもそういう気持ちを持っておられま

すので、十分なお話も相談体制をとっていると聞いております。それか

ら先ほどアンケートの話もありましたけれども、アンケートは紙ベース

ではやっていらっしゃいませんけれども、親御さんとのその辺のお話を

する中でニーズとかを聞いておられるということを確認しております。 

 

岩本信子委員 なぜこだわるかと言いますと、やはり今インクルーシブという

ふうな言葉がありますように、障害者に対する権利というものがすごく

あると思います。大人になった障害者の方たちではなくて、子供のうち

から親にきちっと障害者と向き合う、普通の子と同じ、個性だというこ

とで親の意識がすごく大事だと言われている部分があるんです。それに

対してここにも親の意識改革、ペアレントトーニングを行っているとい

うふうに書いてあるから、これを信じなくてはいけないんですけど、き

ちっと実施されているかどうかもやはりモニタリングとかアンケートと
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かいろんなことで取っていってほしいなと、施設を利用される方にとっ

て本当に一番良いものになっていくように、今言いましたことも心がけ

てやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。なければ基本的な問題を幾つか。事業団の理事長は

どなたですか。 

 

兼本障害福祉課長 白井博文でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 白井博文さんですよね。白井博文さんが白井博文さんを指定

管理にするという仕組みが僕は状況としてはまずいと思っているんです

よね。ここら辺についてはどういうふうにされるのか、これは市長じゃ

ないので分からんのですが、こういう契約の仕方、仕組みそのものは改

善の余地があるんじゃないかなと思いますが、いかがですか。 

 

兼本障害福祉課長 確かに市長が白井博文で、この事業団の理事長も白井博文

でございます。この指定管理者の指定に関しましては法律上の行政処分

に当たりますので、民法の双方代理の禁止が適用されないと考えており

ます。ただし、この指定の議決をいただいて協定を結ぶときは債権の関

係が出てまいりますので、双方代理にならないように、普通行政でした

ら副市長とかが代わりに契約を結ぶということがあろうと思いますけれ

ども、今現在の指定管理におきましては、事業団の定款の中で利益相反

または双方代理に当たる場合はあらかじめ指定した理事が代表者となる

という定款を定めておりますので、これに関しては法には抵触していな

いと考えています。 

 

下瀬俊夫委員長 契約上はどなたがやるんですか。 

 

兼本障害福祉課長 現在常務理事でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 田所常務理事ですね。はい分かりました。それとなるみ園の

件なんですが、普通の保育所で預かる障害者保育と違って、ここにかな

り集中して障害児を預かっておられるということで、こういう仕組み、

普通の保育所で扱うのではなしに障害児だけ集めていくという、こんな

仕組みについては市の方針としてやっておられるんですが、いろんな意

見があるわけですよね。実際預かっている障害児が増えているから、今

後ともこのような方式でいかれるのかどうなのか。これは答えられるか
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ね。もう一つはここを卒園した子供たちが基本的に松原分校に行くんで

すか。そこら辺がちょっとよく分からないんで、もし分かれば。 

 

河口こども福祉課主幹 卒園したらということで、中には普通の小学校に行か

れる方もいらっしゃるというふうに聞いておりますし、今言われたよう

に松原分校に行かれる方、あと宇部総合支援学校に行かれる方もおられ

るということは聞いております。 

 

下瀬俊夫委員長 最初の質問もいいですか。 

 

川﨑こども福祉課長 普通の保育園でも軽度の障害児、障害をお持ちの子供さ

んが通っていらっしゃる園もございます。ただ通常の園では支援が難し

いお子さんがなるみ園に通うというふうに理解しております。中には通

常の保育園、幼稚園に週の２、３日通われて、残りの２、３日をなるみ

園で過ごして、そこで療育支援を受けられてというような子供さんもい

らっしゃいます。なので、障害の程度によって一般の保育園ではやはり

限度がございますので、一般の保育園では難しい方をこのなるみ園で専

門の療育支援を行うというふうに理解しております。なるみ園の職員も

一般の保育園のほうに出向いて軽度の障害をお持ちの子供さんの対応に

ついていろいろ保育園のほうに指導助言をしたりというふうな活動も行

っているところです。 

 

下瀬俊夫委員長 それは分かるんですが、こういうふうに小さいころから障害

児、あるいは松原分校も含めて分離をして保育をしたり、教育をしてい

くと健常者との関わりがどうなんだろうかというのが出てくるんですね。

結局施設をずっと転々とするような話になってしまって、一般社会に溶

け込めるという仕組みとしてはいかがなものだろうかと。もう一つは健

常者、健常者という言い方が良いかどうか、健常者にとっても障害者に

余り触れない環境になってしまうのが本当にいいのかどうなのか。いわ

ゆる強制するという仕組みについて行政としてはどういうふうに考えて

おられるのかというのが分からないんですが。というのは、なるみ園に

入ってこられる方が増えてきているんですよね、現実的に。ちょっとそ

こら辺で障害児がそうはいっても一定部分必ず居るわけですよね。生ま

れてくるわけですよ。それは先天性のものがあるのか、あるいは生まれ

てから発達障害があるのかは分かりません。分かりませんが、いずれに

しても一定の人数はどうしても生まれてくるわけですよね。そこら辺の

預かり方というか、社会との共生の問題については具体的にどう考えて



68 

 

おられるのかなと。 

 

川﨑こども福祉課長 確かに言われるとおりに障害をお持ちの方、また子供さ

んと一般の方との共存、ふれあいというのはとても重要なことだと思っ

ております。ただ、先ほども言いましたように現状では一般の保育所、

幼稚園では支援に限度があるということと、障害をお持ちの子供さんに

は専門的な療育が必要であるというのがございます。ですので、やはり

なるみ園というような専門的な療育を行う施設は必要であると思います。

その中で一般の健常の子供さんたちとのいろんなふれあいの場は設けて

いく必要があると思っております。現在なるみ園でもそういった、例え

ば運動会であるとか、そういった行事については一般の方もなるべく多

くの参加を呼び掛けて、触れ合う機会を設けているところです。 

 

岩本信子委員 今松原分校という話が出たんですが、あれは今全国で一つしか

ない、あって良いのか悪いのかいうのは私は思っている学校なんですが、

今のなるみ園のような、このような何て言いますか、そういうような子

供たちを、幼児の子供たちを集めてやっているところというのは山口県

下でもまだあるんですかね。どうですか。全国的にどこかあるかどうか

お聞きします。松原分校が全国で一つしかないもんですから、なるみ園

はどうなのかなと思って、今気になりましたので、こういう施設が県下

でどのぐらいあるのか、全国でどのぐらいあるのかお聞きします。 

 

岡村障害福祉課主査兼障害支援係長 なるみ園のようなというところではない

のですが、障害の子供さんのための通所施設はございます。山陽小野田

市の中では児童発達支援と放課後等デイサービスということで小野田神

原園デイサービスセンター１か所しかないですけれど、宇部小野田管内

でいきますと児童発達支援の施設が６か所ございます。児童発達支援施

設と放課後デイサービスを合わせて８か所の通所施設がございます。山

口県とか全国となると数は分かりません。 

 

岩本信子委員 児童発達。児童というのは子供ですよね。小学生ですよね。８

か所は。私は就学前の子供たちの施設のことを聞いているんですけど。 

 

岡村障害福祉課主査兼障害支援係長 児童発達支援は就学前の子供さんの施設

になります。放課後デイも合わせて８か所ですので児童発達支援施設は

６か所ございます。 
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下瀬俊夫委員長 参考までに聞くんですがなるみ園についてはアンケート実施

をというのがないんですが、これは何か特別にあるんですか。 

 

河口こども福祉課主幹 先ほども申し上げましたように、一応アンケートをし

てくださいという指導と言いますかお話はしています。実際にないので

そういう目に見えるアンケートをお願いしますということでお願いをし

ていますけど、実際は先ほど言いましたように親との関わりが大きいの

で、そのときにいろんな意見ももらわれるということは聞いていますの

で、それを集約してニーズに応えていくというやり方はしているという

ことは聞いております。 

 

岩本信子委員 ここに入所することなんですけど、例えばほかの幼稚園とか保

育園に通っていて、あなたはちょっとなるみ園ほうに行ってくださいと

か、そういうことはあるんですか。どうなんですか。入所されるのは個

人の希望で入られるのか、それともどこかからの指導があって入られる

のか、ちょっとその辺が知りたいんですがいかがでしょうか。 

 

岡村障害福祉課主査兼障害支援係長 指導があってというか、あくまでも親御

さんの希望になると思います。無理やり行くという場所ではないのです。

幼稚園、保育園のほうからのお話もあるかもしれませんけれども、そこ

に行ってみて、ここで療育をしようという希望によっての通園になると

思います。 

 

岩本信子委員 発達障害児も入ったりしてくるんだと思うんだけど、それはあ

る程度病院のほうできちんと先生の診断を受けて、そして親がどこに入

れるかということを判断しているということでよろしいですかね。どう

なんですかね。病院のほうで、病院とかいろんなところで親が判断して、

このなるみ園に入所させているということでよろしいんですか。どうで

すか。 

 

岡村障害福祉課主査兼障害支援係長 いいと思います。 

 

岩本信子委員 幼稚園からちょっとこの幼稚園では無理だから、あなたはなる

み園に行ってくださいということはないということですね。 

 

川﨑こども福祉課長 そうした場合には園のほうからなるみ園のほうに相談が

あったりとか、こういった施設がありますよというふうに保護者にお話
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をして、保護者の方の御意思でなるみ園に相談に行かれたりとか、その

ほかの施設に相談に行かれたりとか、いろいろケースは様々だと考えて

おります。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにありますか。確認だけしたいんですが、職員の給与で

すが、これは公務員に準じる扱いになっていると聞いているんですが、

それはいいですか。 

 

兼本障害福祉課長 事業団の給与体系につきましては、昭和４６年なんですけ

れども通知が出ておりまして、社会福祉法人ではありますが、事業団を

設立する場合には地方公務員、国の給与体系に準じたものにすることと

いうふうな通達が出ておりますので、事業団の給与規程のほうでもそれ

に準じた形で行われております。 

 

下瀬俊夫委員長 というのは、こういう福祉施設の職員がかなり足りないとい

うか、辞めていくという事例が多くて、結局ここは一定の給与を保障し

ているということで、そんなに大きな変更はないと言いますか、入れ替

わりがないというふうに聞いています。そこら辺ではかなり安定した職

場になっているんではないかと。そのことは入所者にとっても大事なこ

とだと思っているんですね。以上で議案第１０９号の質疑を打ち切りた

いと思います。討論のある方。（「なし」と呼ぶ者あり）いいですか。で

は議案第１０９号山陽小野田市障害者支援施設等の指定管理者の指定に

ついて賛成の議員の挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。入れ替えますか。引き続いてやる。そ

れでは引き続きまして議案第１１０号山陽小野田市の児童館の指定管理

者の指定についてを議題といたします。それでは執行からの説明を求め

たいと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 それでは引き続きまして議案第１１０号山陽小野田市の児童

館の指定管理者の指定についてを議題といたします。それでは執行側の

説明を求めたいと思います。 

 

河口こども福祉課主幹 それでは議案第１１０号について、御説明を申し上げ

ます。山陽小野田市有帆児童館、山陽小野田市高千帆児童館、山陽小野
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田市高泊児童館、山陽小野田市小野田児童館、山陽小野田市須恵児童館、

山陽小野田市赤崎児童館、山陽小野田市本山児童館について、社会福祉

法人山陽小野田市社会福祉協議会に指定管理者制度管理者として管理を

行わせることについて、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づ

き、議会の議決を経ようとするものです。それでは先ほどと同じように

今日お配りしております資料の説明をさせていただきます。よろしいで

しょうか。児童館指定管理者についてであります。それでは１ページ目

の資料１を御覧ください。こちらは、山陽小野田市の児童館指定管理者

選定委員会の審査集計表でございます。内容につきましては先ほどの障

害と同じでありますが、１０月１日から１０月２８日までの期間におき

まして、指定管理者を募集しましたところ、１団体、社会福祉法人山陽

小野田市社会福祉協議会から応募がありました。審査員につきましては、

山陽小野田市指定管理者選定委員会規定に従い、総務部長、総合政策部

長、健康福祉部次長の計３名と、併せて公募による審査員を平成２７年

１０月１日から１０月１５日までの期間で募集いたしましたけれども、

応募者がありませんでした。学識経験者として小野田商工会議所及び宇

部フロンティア大学短期大学部から１名ずつ選出をいただきまして、計

５人で審査いたしました。選定委員会において、申請書類の審査、申請

者からのプレゼンテーション及び質疑応答を経て採点を行い、５名の審

査員の合計点の平均は、１ページの右下に記載しておりますとおり、５

０点満点中の３８．６点で、指定管理者として適格かどうかの判断基準

であります２５点を上回る結果となりました。それによりまして指定管

理者の候補者として決定をいたしたところであります。続きまして２ペ

ージから１１ページまででございますが、指定管理者の募集要項につい

てでございます。こちらは募集時にこども祉課等の窓口に設置するとと

もに、市のホームページに掲載しております。主な点を御説明させてい

ただきます。６ページを御覧ください。５番、指定管理者の業務等であ

ります。企画及び実施に関する業務として健全な遊びを通し、児童の集

団的指導及び個別的指導を行うこと。育児について必要な助言、指導等

に関すること。児童の各種相談に関すること等があります。また館の維

持管理に関する業務があります。続きまして７ページをお開きください。

６番指定の期間についてでございます。先ほど障害福祉課が申し上げま

したのと同様に、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの

５年間を指定期間としております。その下の８、指定管理料でございま

す。７ページから８ページにかけて、各児童館の指定管理料の上限額を

記載しております。こちらは人件費、機械警備や設備の保守委託料など、

事業運営及び施設管理に必要な経費を積算し算出しております。続きま
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して、１２ページから１９ページまでは管理業務仕様書となります。こ

ちらは資料２の募集要項の添付資料として募集時に提示したものでござ

います。内容は開館時間や休館日などの管理運営に関する事項や施設設

備の維持管理や利用者対応といった具体的な業務内容などと市と指定管

理者とのリスク分担表を記載しております。１９ページにつきましては

過去の経費等から積算した経費及び２８年度以降の経費の考え方を数値

に表したものを参考にしてもらう資料でございます。２０ページから２

３ページに記載の資料４は児童館の平成２６年度における指定管理者評

価表です。こちらは児童館の指定管理者であります社会福祉法人山陽小

野田市社会福祉協議会の平成２６年度の管理運営状況について市がモニ

タリングを行い、業務評価したものでございます。評価につきましては

２１ページを御覧ください。右下の８６点となっております。各審査項

目について評価点が低い項目につきましては、先ほどもありましたよう

に指定管理者に改善するような指導を行っております。以上で資料のほ

うの説明を終わらせていただきます。以上でございます。 

 

下瀬俊夫委員長 御質疑ありますか。 

 

吉永美子委員 先ほどの第１０９号と同じようにですね、７つの児童館を一つ

にまとめて指定管理をしてもらうっていうことに対してのメリット、そ

してデメリットがあればお知らせください。 

 

河口こども福祉課主幹 失礼しました。先ほどちょっと説明不足かもしれませ

ん。この７つの児童館はそれぞれ指定管理を別々行っております。別々

の申請を出していただいております。これ毎回でございますが、そのメ

リットといたしましては、地域の方、結局今回は一団体からの申請でご

ざいましたけれども、できれば地域の方にそういう団体を作っていただ

いた中で、個々運営していただいたりする機会を設けるために、一応こ

ういう形で別々の、７つの応募ということにしております。以上です。 

 

岩本信子委員 では７つの申請でしたら指定管理者の評価表、これまとめてら

っしゃるんですよね。私も一つ一つの児童館についての評価表がいるな

と思うんです。それぞれいろいろ聞くんですけれど、各地域によって児

童館いろいろまちまちあるみたいなんですよ。だから、今この評価表が

ね、今一つずつの視点なら、一つずつの評価表をまず出されるべきじゃ

ないかなと思ったんですけど、その点はなぜこのまとめた形になってい

るのかお聞きします。 
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下瀬俊夫委員長 そうなってないでしょ。 

 

岩本信子委員 まとめているじゃない。 

 

下瀬俊夫委員長 まとめてやっているんじゃないの、評価は。 

 

河口こども福祉課主幹 今言われるような形も言われることもあります。基本

的には社会福祉協議会が１団体で７つの児童館を運営しております。そ

れぞれ会計は別々に行っていらっしゃいますが、内容についてはそれぞ

れ個性のある児童館、いろいろな事業をやっておられるのは間違いはあ

りませんけれども、運営、それからその対応については一つということ

で、一つの評価表とさせていただいております。以上です。 

 

岩本信子委員 とても残念なんですけれど、できたら一つ一つのですね、やは

りサービスを受ける子供、保護者、それらのアンケートもこれも未実施

ですね、これもね、やはり。大事なのはどのように運営されたかという

んじゃなくて、予算をどのように使われたかじゃなくて、この館が子供

たちにとってどれだけ福祉に向上しているか、親にとってもそういうこ

と。そういう評価が何も出てないわけなんですよね。だからこのもう一

つ、一つ一つのですね、できたら出してほしいと思いますし、アンケー

トも実施して利用されている方がどのような思いをされているかという

ことも把握してほしいと思うんですけれど、利用者の把握っていうのは

できているんですか。利用者の方の意見の把握みたいなものは。 

 

河口こども福祉課主幹 済みません。先ほどと同じ回答になってしまいますけ

れども、このモニタリングをやっているときも、やはり私もこのアンケ

ートの未実施というのを指摘しております。その中でそれに代わるもの

として、やはりお迎えに来られる保護者の方が居られましたりするので、

そのときに支援員さんとその保護者が意見交換をされるということを聞

いております。それをニーズの把握としているということでありました

が、それではまだ不十分だということで、その辺の指導はしております。 

 

岩本信子委員 私どももいろいろなところからいろいろな意見を聞くんですが、

まず一番最初の選定委員会のですね、表のところでちょっと一つお聞き

したいのは、例えばこの児童館っていうことがこの選定委員の方々にき

ちんと把握されているのかどうかということなんです。というのが、今
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この山陽小野田市の児童館というのは、ほとんど児童クラブが使ってい

て、本当に１８歳までの子供たちが児童館としての、児童館が持ってい

る機能として使われていないと私はずっと指摘しているんですが、その

点、これ見させていただくと、審査項目を例えば見てください。1 番。

市民の平等な利用が確保されたものであるかと、本当にこれ平等に私は

利用されているのかどうか分かりません。児童クラブだけが使っている

ような気がします。それから次、児童館の効用を最大限発揮させている

ものであるかというのは、２２点満点なんですけれど、児童館というの

は先ほども言いましたように１８歳までの子供が使えて、誰でも来られ

るところです。それが今児童クラブに特化しているというところはすご

い今問題があるのに、この指定管理者の委員会の市の姿勢も悪いとは思

うんですけれど、どうもこの辺の審査の集計表というには私は納得がい

かないんですけれど、市としては児童館を運営する側としてはこのこと

について何も思わなかったですか。どうですか。 

 

河口こども福祉課主幹 これ前々からちょっと私こちらにきて思っていること

で、議員さんからの意見も十分拝聴しておりますので、たしかに児童ク

ラブ、児童館というのが一つの館の中に併設しているのは重々知ってお

りますし、それが今児童クラブの子供たちが多いということで児童館の

行事が、でもやってないことはないんです、毎週土曜日なり、水曜日に

子供たちが早く帰ってくる日、それから休みの日にそういうクラブを実

施したり、教室を実施したりしていらっしゃるのは把握しております。

それで十分かという話になりますけれども、そういう行事というのは、

そういう早く帰ってきたとき日とか休みの日に実施はするのだと思いま

すし、ただ一つは、学校から家に帰ってそれから遊びにくるところとし

ての児童館としての機能がまだまだ十分ではないということは把握して

おります。ですから、今後今児童クラブのいろんな整備計画も含めて検

討しておりまして、前もちょっとお話したかもしれませんけども、それ

に踏まえて児童館の利用といいますか、役割といいますか、そういうも

のを十分果たせるような形では、進めてまいりたいという考えはもって

おります。以上です。 

 

岩本信子委員 先ほど言いました６ページのところですよね、指定管理者の業

務等と書いてありますね。ここで私がちょっと重要視したいのは、やは

り育児についての必要な助言、指導等を業務としてしなくてはならない、

それから児童の各種相談ということも書いてあるんですけど、このよう

なことに対して、どのくらいの年間に、その助言、指導をしたかとか、
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各種相談をどのぐらい受けたのかとか、そのようなことはこちらのほう

では把握ができているんですか。どうですか。 

 

河口こども福祉課主幹 件数とかについては、お知らせをいただいていません。

ただ内容としましては、当然午前中児童館開いていますので、そこで赤

ちゃんの相談をしたり、いろんな方法で、相談窓口といいますか、そう

いうことで実施されていらっしゃるという事実はございます。 

 

岩本信子委員 事実はあるけど、ぜひ件数として報告していただく、月に何ぼ

あったとか、どれだけの人が来たとか、そういう児童館がどのように利

用されているかというのが、私これじゃ全然見えないんです。だから、

やはりそういうふうな件数もきちっと取っていただいて報告できるよう

なものにしてください。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 要望ね。（「はい」と発言する者あり） 

 

矢田松夫副委員長 何点か質問するんですけど、いわゆる審査員の学識経験者

というのがありますよね。これ何の学識かよく分からないのですが、例

えば児童館の職員の採用は保育士とか教諭の免許がある人というふうに

書いてあるんですよね。しかしながら、この学識経験者の何の資格がと、

どのようなものを審査するのかということで、これ済んでしまったこと

ですが、やっぱり専門的な知識のある人が指定管理者の審査をするとい

うこことをぜひお願いしたいと。これは要望ですね。それから先ほど福

祉事業団のことも言ったんですけど、結局事業計画ですね、出てないん

ですよね。特にこの２０ページを見ていただきたいんですが、別③に詳

細を記入してくださいと書いてある、ここの記入したものがないんです

よ。これ一番大事なんですね。契約は各館ごとと言われたでしょう。一

括して出ておるんですよね。各館ごとに出さんといけん、本来なら。例

えば、前回の資料があるんですが、例えば本山児童館なんかは児童館ま

つりで全部金額ずっと書いてある、例えば高泊の児童館まつりと本山の

児童館まつり、同じ金額で出すかは分からんでしょ。同じなんですか、

違うんでしょ。ですから私が言うのはこの事業計画書っていうのは一番

重要なところ、例えばここに書いてありますように収入の状況はどうか、

前年度計画との比較とか。収支状況によって、例えば見るのは、労働条

件はどうなのか、ただ働きはないのか、いわゆる賃金を指定管理者が減

らしたために人件費を減らしたとかいう例があったんですよ。今までこ

の審査をする中で。例の何とか産業というところがあったんですよ。そ
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ういうのも見んといけんのですよ。ですからここの事業計画のところが

一番大事なところが出されていないと。ぜひお願いしたいと。どうなん

ですか。この前の福祉事業団と一緒なんですが。契約は各館ごとと言わ

れたんだから、各館ごとに出すのが本来じゃないですか。一括したら分

からんでしょ、この中じゃ。これ一括して書いてある。何度も言います

が前回は本山児童館とか全部児童館ごとに出されたと。資料私持ってい

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 答えられる。 

 

河口こども福祉課主幹 済みません、今２１ページって言われましたかね。（「２

０ページ」と発言する者あり）２０ページですね、失礼しました。別紙

③ですよね。それは２３ページに表示を各館ごとにしております。（何者

か発言する者あり）２０ページの評価表の別紙②とかいうのが右のペー

ジの２２ページにありますね。左側に②、③は２つありますけど。それ

がちょっと書けないので２３ページのほうに記載をさせていただいてい

ます。 

 

矢田松夫副委員長 例えばですね、支出１９の③ですよね。これ何に支出した

んですかね。人件費はどれですか。人件費は。書いてあるかいね。人件

費ないでしょ。 

 

下瀬俊夫委員長 書いてない。 

 

矢田松夫副委員長 書いてないでしょ。人件費とか事務費とか管理費とか事業

費、さっき言った児童館まつりとかどこで見るんですか、これ。分から

んです、僕は。 

 

河口こども福祉課主幹 そういう件ですね。そうです、そのとおりです。大変

申し訳ありません。実際は当然人件費も当然含めておりますし、消耗品、

それから光熱費全て含めた分の支出の合計になっているのが現状であり

ます。各館ごとにですね。今御指摘ありましたような形ですので、分か

りやすい資料を今後作成していきたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 だから１９ページにあるわけいね。ただね、これ光熱水費と

通信費だけ。全体。各館ある。だけど人件費がないね。中心は人件費で

しょ。 



77 

 

 

河口こども福祉課主幹 済みません、１９ページは指定管理料を算出する上で

必要であろうというものを、この新しい年度の分を上げておりますので、

人件費はそれぞれの団体がいろいろ考えられる、うちはうちで積算をし

ていくということになっておりますので全て１００％全部出すと、全部

が同じ金額になってしまいますので、その辺はどれだけ努力されるかと

かいろいろなことはあると思います。 

 

矢田松夫副委員長 損害保険とか入っているんですか、皆。どこで見るんです。

今日の資料で。 

 

河口こども福祉課主幹 建物の損害保険等は市が市有物件で入っておりますの

でここには上がってきておりません。 

 

矢田松夫副委員長 本山児童館の前回損害保険料は支出で出ているけど、これ

は市から払うというんですか。５万１，０００円ほど。これどうなんで

すか。 

 

河口こども福祉課主幹 今統一した考え方で、市の公の施設は市の市有物件で

やっておりますので、市のほうが直接払っておりますので、子供たちの

けがとかそういうものについては出しておられることはあると思います。 

 

矢田松夫副委員長 ですから事業計画書を事前に出させてくれということなん

です。 

 

河口こども福祉課主幹 以後そういうような形をとります。 

 

下瀬俊夫委員長 それは今言ったように、各審査の評価は各児童館ごとにやる

ということになるわけ。それははっきり言わんといけん。 

 

河口こども福祉課主幹 今選定委員会の話でよろしいですかね。今回も一応選

定委員会の中でその話をさせていただきました。選定委員会の中で、た

だ今回に限っては、前回もそうだったかも知れませんけども、今回は１

団体からの応募だということが一つありまして、それがそれぞれ７つの

館の申請が出てきたと。ほかに競争するところがないということも含め

て、一つでいいのではないかという御意見がございまして、選定委員会

の中でそういうふうな形をとることにしておりました。以上でございま
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す。 

 

下瀬俊夫委員長 それについてちょっとね、委員会では疑問があるわけいね。

そういうやり方について疑問があるから、さっきからずっとそれが出て

いるんですよ。意見として。 

 

矢田松夫副委員長 だから何というかね、指導文書の中では指定管理者制度運

用の中については施設の対応等に応じて適切に選定を行えとなっている

わけ。今適正じゃない、選定一括で選定するっていうことは間違えです

というんです。施設ごとによって違うんですよということでしょ。です

から段々と同じ人が毎年、毎回毎回同じ人が選定されると、その甘えが

出てくるということなんですよ。チェック機能もないんですよ。まして

チェックする人は素人でしょ。 

 

下瀬俊夫委員長 大丈夫、答えられますか。そこのあともう部長が答えたほう

がいいんじゃないですか。 

 

河合健康福祉部長 たしかに皆さんおっしゃるとおり、この選定委員会の中で

は、始めのこちらの思いといたしましては、この１館ごと出していただ

くということでありました。ただこの選定委員会の中で１団体からしか

出ていないので、一つでいいのではないかということで意見がまとまっ

たそうでありますから、そこにつきましてはこの選定委員会を重んじま

して一つになったところでございます。 

 

吉永美子委員 やはり先ほど最初のときに、できれば地域でやってもらいたい

という思いを込めて、それぞれで指定管理を募集したというのであれば、

選定委員会でそういう話になったと言われるけど、やはり主体として、

執行部として、それぞれの館ごとに選考していただくということを貫く

べきだったのかなと思います。だから評価というのは、それぞれの館に

最後しているわけでしょ。評価をして、評価表が出てきたんじゃないん

ですか、これ。それぞれの館で例えば上から数段目かな、事故か苦情及

び緊急時の市への連絡は適切であったかとか、そんなのはじゃあ十把一

絡げで７館で出すということはないと思うので、それぞれで出している

んじゃないんでしょうか。少なくとも評価については館ごとではないの

でしょうか。 

 

河口こども福祉課主幹 基本的には、一つずつお話をさせていただいておりま
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す。中で。評価が一つにしたというのが、例えば今の言われた事故の苦

情、緊急の対応というのは社会福祉協議会がまとめて、そういうふうな

マニュアルを作っておられたりしておりますので、それに対応して、各

児童館でなされております。 

 

吉永美子委員 済みません、ちょっと理解ができなくて、だからそれぞれの館

ごとの指定管理者としてどうなのか、評価自体はそれぞれの館で現実に

やったんでしょ。 

 

河口こども福祉課主幹 一応それぞれの館についてお話をしております。 

 

下瀬俊夫委員長 評価したかどうか。 

 

河口こども福祉課主幹 評価。一応しておりまして、それを一つにまとめてお

ります。 

 

岩本信子委員 一つにまとめているんだったらその評価表の一つ私気になると

ころが、サービス向上というところなんですけれど、私やっぱりアンケ

ートを実施して本当にサービス向上に努めているのかどうかということ

が一番大事だと思っているんですが、意見箱を設置している、利用者に

意見徴集をしていると書いてあるんですけど、じゃあその意見箱の中身

とか意見徴集したその意見というのはちゃんと資料として、そちらのほ

うが把握されているのかどうか、ちょっとその辺をお聞きします。 

 

河口こども福祉課主幹 それぞれ具体的にそれを紙ベースに写して出していた

だいているということはしておりません。ただ、これによって改善をど

ういうふうにされたかということのお話はさせていただいております。 

 

岩本信子委員 大事なのはここのこの次の下です。要望にあった取組はしてい

るが、要望も少ないと書いてあります。これは全体を見て言われるのか、

どこの館を見て言われるのか、その辺が全然分からないですよね。館に

よってはですね、何で言うかというと結構聞くんですよ、苦情を。児童

館に対するサービスとかいろんなことで。そういうことを聞くから私は

館によっていろいろ違うんだろうなと、高泊と本山と高千帆とかいろい

ろありますよね。だから館によって結局全部違うんですよ、その辺が。

言われてくる館は一つ決まっていたんですよ、大体苦情が出るところが

あったんです。それも随分言われて、だからこういうふうな出し方をさ
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れると本当にそれが正しいのかと、この評価が。それぞれ館ごと、サー

ビスの向上の辺はですね、アンケートも取ってほしいし、要望もこの館

はこういう要望が出ています、多分高千帆じゃ狭いということが出てい

るんじゃないかと思うんですけど、それに対する要望が少ないとか書い

てありますけれど、これで利用者の満足度が高いと、意見徴集から高い

と思われるとかそういうふうな表現しかできてないんですよ。そうじゃ

なくて、きちっとした点数でも表でもいいんですけれど、きちっとこう

表れるもの、文章的にきちっと書かれているもの、そういうものを評価

として出してほしいんですが、いかがですか、出せますか。 

 

下瀬俊夫委員長 出せる。 

 

河口こども福祉課主幹 今後、一応今度２７年度の当然このモニタリングござ

いますので、これからそういうふうな形を取らせていただきます。 

 

岩本信子委員 よろしくお願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。ない場合は二、三お聞きします。今言われたように

各館の評価じゃなしに、まとまった評価になっているというね、これお

かしな話ですよね。改善すべき点の中で、児童クラブの児童が多いため

に児童クラブに行きにくいんだという声があるという話ですよね。結局

ね、先ほどから児童館の事業をやっていないわけではありませんという

言い方をしました。やってないわけじゃないんですよ。それが言い逃れ

になっているんです。結局ね、各校区に児童館が設置されて、それは物

すごくいいことだと僕は思っているんですよ。県下でもね、本当珍しい。

小学校区ごとに置かれているっていうのは。だけど、それが本来の業務

がね、やられていないんではないかという疑問があるわけですよ。見た

ら毎年児童館の利用者数が減ってきている、現実に。これどういう評価

しているんですか。 

 

河口こども福祉課主幹 私もその辺はすごく危惧しておりまして、先ほど児童

館の役割についてはちょっと話をさせていただきましたけども、利用者

が減ってきているというのは２３ページのところにもありますように、

見ていただいたら分かりますけども、目標値を設定する中では下がって

きているというのがありますので、これは何が原因かというところもや

っぱり突き詰めていかないと思いますし、それからこの評価表の評価と

しては、別紙②のところになるんですけれども、評価は０点というふう
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にしておりますので、これを改善していくために、先ほど申し上げまし

たように、いろんな児童クラブの整備関係も含めて検討する中で利用者

の増加といいますか、そういうものを図っていければいうふうに思って

おります。 

 

下瀬俊夫委員長 ２４年以降、この３年間の間に６，０００人減っているわけ

でしょ。これは相当大きな減り方ですよね。だからそういう点では、そ

の原因というのはもっと危惧しなければいけないと思います。本来いわ

ゆる児童館の業務として、公の施設として、当然児童館という格好にな

っているわけですから、本来業務をちょっと横に置いて、とりあえず児

童クラブを中心になっているというね、児童クラブの利用がある意味で

は中心で、たしかに児童館の事業をやっていないことはないんだけど、

それよりも児童クラブのほうが中心になっているという事態が僕は本来

的には公の施設のあり方としておかしいと思っているんですよ。だから、

元々、各小学校区ごとにある児童館をどういうふうに活用したら、地域

の子供たちの拠点になるわけでしょ。地域の子供たちの拠点の施設にな

るわけですから、それを本来業務戻すときにどうなるかという、やっぱ

り一定のイメージがいると思うんですね。だからやってないんじゃない

よという話ではなしに、本来の業務に戻さなければならないというふう

に思っているんですよ。そこら辺の思いが担当課としてあるのかどうか

という問題なんです。児童クラブが中心で仕方がないんだというふうに

思ったのではまずいのではないかと思うんですけどね。 

 

河口こども福祉課主幹 今委員長おっしゃられるとおりで、私も同じ意見でご

ざいまして、先ほどちょっと申し上げましたように今児童クラブが、親

御さんから言えば、やはり放課後の子供たちが不安がるから預けたいと

いう方居られますので、できるだけ待機を増やさないように、今少しあ

りますけども、できるだけ増やさないようにしたいという思いも当然あ

ります。でも先ほど言われますように児童館としての機能を果たしてい

くにはどうしたらいいかということも考えておりますので、先ほども申

し上げましたけども、やっぱり児童クラブの整備計画を十分考えて、計

画を立てて、来年からというふうにはちょっとなりませんけども、今思

っておるのは５年後を見通してその辺の児童館の役割が果たせるような

形をとっていきたいというふうな考え方は持っております。 

 

下瀬俊夫委員長 それと言われたように、一括して指定管理を受けられるよう

な仕組みができているような感じがするからね。それぞれの館でそれが
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できるのであれば、やっぱりもっとね僕は工夫がいると思うんです。評

価そのものに工夫がいと思うんですよ。そういう点でちょっとやっぱり

そこら辺の工夫も含めて、改善の余地があるんじゃないかなと思います。

これは今後の問題ですから。それではまだありますか。１１０号。 

 

岩本信子委員 今この５年間の指定管理ということで、児童クラブそのものは

今から６年生まで広げていかなければいけないという問題が出てくると

思うんですが、その点については例えば今の指定管理者との話というこ

とはされているんですか、どうですか、その点は。 

 

河口こども福祉課主幹 指定管理者は児童館ですので、申し訳ございません。

児童クラブの話をここでするかどうかありますけど、一応５年前もちょ

っとお話が出たかもしれません。児童館と児童クラブ、同じところがと

っておられて、ここが中が別々というのは、すごく難しい話でございま

して、例えば電気をよく使うほうはどっちかとかいう話になってしまう

とですね、そういうのも簡単に言いますとありますけども、基本的には

そういうこともありますので、今の社会福祉協議会が児童館の指定管理

でありますので、児童クラブの話も現状出ておりまして、ただ今児童館、

空き教室だけでは難しい、先ほどもありましたように６年生まで受けら

れないといけない状況にありますので、その辺も含めて今、整備計画考

えておりますので、しばらく見ていただければというふうには思ってお

ります。 

 

岩本信子委員 だから問題はですね、結局児童館の中に児童クラブが入ってい

るということが一つの問題だと思うんです。だから児童クラブだけを例

えば民家でやるとかいう、外に出してみるとかね、今指定管理者が全部

児童館ということでとっている、その中の業務の一つに児童クラブも入

れているということで、今この５年間続いていくと思うんですけれど、

児童クラブだけを、例えば一つの民家とか学校の空き教室でもいいんで

すけれど、児童クラブだけを、例えばよそなんかはＮＰＯがやっていた

りするわけですよ、放課後児童の分をですね。そういう形をとられるの

かとられないのかっていうことなんですよ。だから児童館は児童館とし

て、指定管理を受けてもいいんですけど、児童クラブを児童館の機能か

らはずして考えていくという考え方はないんですか、どうですか。 

 

河口こども福祉課主幹 今ちょっとお話しましたように、空き教室も当然利用

しないといけないところもありますし、別の施設を、例えば幼稚園とか
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もお願いしているところもあるみたいなんですけども、そういうところ

にも委託するということも含めて計画を考えているところです。ですか

ら児童館と児童クラブが併設するのが、中には一緒におってもらってで

も児童館の機能は果たせるような形をとりたいという思いは持っており

ます。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 それをぜひやってください。それでは議案第１１０号の質疑

を打ち切りたいと思います。いいですかね。いいですね。まだある。 

 

吉永美子委員 評価の仕方ですごく疑問が出たんですけど、２２ページのとこ

ろの改善すべき点ていうところに、事業実施報告がなされていないため、

指導したとありますね。２０ページの事業実施というところには、事業

計画どおりに事業が実施されたかという、仕様書どおりの事業が実施さ

れたということで評価しておられて、これの何か意味合いが分かりませ

ん。お願いします。 

 

河口こども福祉課主幹 基本的にはこれは仕様書のとおりの事業の運営はされ

てらっしゃいます。ただ、報告とかはちゃんとできていませんと。毎月

出していただく報告書があるんですけども、それが利用人数だけに限っ

たものであるとか、そういう形で十分でないのでそこは指導しましたと

いうことです。 

 

吉永美子委員 そうするときちんとした報告がないのに、事業が実施されたと

いうのはなぜ分かるんですか、市は。そこが分からないのでお聞きしま

した。 

 

河口こども福祉課主幹 済みません。最終的にはまとめたものはでてきます。

ですから、内容はでてきますので、そこで話をするとそうなってしまう

んですけども、月々ちゃんと出ていないので、そこを指摘したというこ

とでございます。済みません。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。（「はい」と発言する者あり）要望はね、僕は幾

つかあると思うんですがね、それはそれとして今後ぜひいろんな改善の

方向についてはぜひやっていただきたいということですね。それでは１

１０号について、質疑を打ち切りたいと思います。討論のある方。（「な

し」と発言する者あり）討論なしと認めます。議案第１１０号山陽小野

田市の児童館の指定管理者の指定について、賛成の委員の挙手をお願い
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いたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。以上で議案の質疑は終わりますが、４

時５分から再開いたします。休憩です。 

 

 

午後３時５５分 休憩 

 

午後４時 ５分 再開 

 

 

９ 所管事務調査 介護の総合事業について（所管事務調査分に記載） 

 

 

午後４時５４分 散会 

 

 

平成２７年１２月４日 

 

民生福祉常任委員会委員長 下 瀬 俊 夫 


